
令和２年度に講じた
男女共同参画社会の
形成の促進に関する
施策

第１部



１　�すべての女性が輝く令和の社会へ
　令和２（2020）年度は，新型コロナウイルス感
染症（以下「新型コロナ」という。）の拡大1により
人々の生活が変容し，特に女性への深刻な影響が浮
き彫りになるとともに，他方でテレワークなど女性
活躍の新たな可能性が見られる一年となった。また，
第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月閣議
決定。以下「４次計画」という。）の最終年度に当
たり，４次計画の成果目標の達成度評価を実施した
ところ，目標を達成したものが全体の約３割に留
まったことから，女性活躍加速に向けた施策への取
組は必ずしも十分とは言い難い状況にある。
　令和２（2020）年12月25日には，男女共同参画
社会基本法（平成11年法律第78号）に基づき「第
５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令
和の社会へ～」（以下「５次計画」という。）が閣議
決定された。５次計画は，「男女共同参画を推進し
ていくことは，国民一人一人が個性と能力を十分に
発揮できる，持続可能な活力ある社会にとって不可
欠の前提」であり，また「今が，国民一人一人の幸
福（well-being）を高めるとともに，我が国の経済
社会の持続的発展を確保することができるか否かの
分岐点」であるという問題意識の下，男女共同参画
社会の実現に向けた取組を一段と加速させていくこ
ととしている。
　また，令和２（2020）年４月から，性犯罪・性
暴力対策強化のための関係府省会議を開催し，令和
２（2020）年６月11日に「性犯罪・性暴力対策の
強化の方針」を決定した。これに基づき，令和２
（2020）年度から令和４（2022）年度までの３年
間を，性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」とし
て，刑事法の在り方の検討はもとより，被害者支援
の充実，加害者対策，教育・啓発の強化等の実効性
ある取組を速やかに進めていくこととしている。

２　�男女共同参画に関わりの深い制度
改革の動き

　男女とも子育て・介護をしながら働き続けること
ができる環境整備に関しては，令和２（2020）年
９月より，労働政策審議会において，男性の育児休
業取得促進策等について議論を行い，令和３（2021）
年１月に建議が取りまとめられた。これを踏まえ，
子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組
みの創設，育児休業を取得しやすい雇用環境整備及
び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義
務付け等を内容とする「育児休業，介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律案」を第204回国
会（令和３（2021）年）に提出した。
　社会保障制度については，被用者保険の適用拡大
が進められており，令和２（2020）年５月に，年
金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改
正する法律（令和２年法律第40号）が成立し，短
時間労働者に対する被用者保険の適用について，令
和４（2022）年10月に100人超規模，令和６（2024）
年10月に50人超規模の企業で働く短時間労働者ま
で適用範囲を拡大することとされた。また，民間企
業における配偶者手当については，「配偶者手当の
在り方の検討に関し考慮すべき事項」について引き
続き広く周知を図り，労使に対しその在り方の検討
を促している。
　非正規雇用対策については，短時間労働者及び有
期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平
成５年法律第76号。以下「パートタイム・有期雇
用労働法」という。）及び改正労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法
律（昭和60年法律第88号）が，令和２（2020）年
４月から施行された（パートタイム・有期雇用労働
法の中小企業への適用は令和３（2021）年４月１

はじめに 令和２年度を振り返って

1� �新型コロナウイルス感染症拡大に対する主な政府の取組は，特集第３節で整理している。
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日）。民間企業における配偶者手当については，「配
偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」に
ついて広く周知を図り，労使に対しその在り方の検
討を促している。
　このほか，ポジティブ・アクションの推進等によ

る男女間格差を是正する取組に関して，女性を含め
た新人船員の定着を図るため，船員の働き方改革の
推進を図るための「海事産業の基盤強化のための海
上運送法等の一部を改正する法律案」を第204回国
会（令和３（2021）年）に提出した。

　内閣府は，５次計画について，実効性をもって具
体的取組を進めていくため，男女共同参画会議及び
その下に置かれた専門調査会を積極的に活用しつ
つ，男女共同参画施策に係る企画立案・総合調整を
行っている。
　男女共同参画会議においては，新たな男女共同参
画基本計画の策定に当たっての基本的な考え方や
「女性活躍加速のための重点方針」に関する調査審
議を行った。
　男女共同参画推進連携会議においては，国・地方
男女共同参画推進ネットワーク等を通じた民間・地
域との連携体制づくりを進め，各界各層との情報・
意見交換やNPO，NGO等との連携を図るととも
に，経済分野における女性の活躍促進及び若年層と
の連携について重点的な活動を行うチームを組織
し，取組の裾野の拡大や連携の強化を図った。

⑴　男女共同参画会議の活動
　男女共同参画会議及び専門調査会での意見を踏ま
え，すべての女性が輝く社会づくり本部において，
「女性活躍加速のための重点方針2020」（以下「重
点方針2020」という。）を決定した。また，「重点
方針2020」に盛り込まれた施策の令和３（2021）
年度予算概算要求への反映状況等について調査し，

重点方針専門調査会委員へ報告した。
　また，令和元（2019）年11月に内閣総理大臣か
ら諮問された新たな男女共同参画基本計画の策定に
当たっての基本的な考え方について，男女共同参画
会議の下に設置された第５次男女共同参画基本計画
策定専門調査会にて検討が進められ，第61回男女
共同参画会議（令和２（2020）年11月11日）にお
いて答申された。第62回男女共同参画会議（令和
２（2020）年12月25日）において，内閣総理大臣
から５次計画の案が諮問され，妥当である旨の答申
がなされた。この答申を受け，同日に５次計画が閣
議決定された。

⑵　男女共同参画推進本部の活動
　男女共同参画推進本部は，男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図
るため，内閣総理大臣を本部長とし，全閣僚を本部
員として，閣議決定により内閣に設置されている。
同本部には男女共同参画担当官が置かれ，本部員を
補佐するとともに，関係行政機関において所要の調
整の事務を行っている。
　令和３（2021）年３月９日，男女共同参画推進
本部・すべての女性が輝く社会づくり本部の合同会
議が開催され，内閣総理大臣から全閣僚に対して，
５次計画に盛り込んだ女性の登用・採用目標の達成
に向けて，令和３（2021）年度・同４（2022）年
度に取り組むべき具体案を，令和３（2021）年６
月目途に策定する「女性活躍・男女共同参画の重点
方針」に盛り込むこと等の具体的な指示が出された。

第１章 男女共同参画社会に向けた
施策の総合的な推進

第１節 国内本部機構の強化

第２節
男女共同参画の視点を取り
込んだ政策の企画立案及び
実施等の推進
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⑶　すべての女性が輝く社会づくり本部の活動
　すべての女性が輝く社会づくり本部は，平成26
（2014）年10月，様々な状況に置かれた女性が，
自らの希望を実現して輝くことにより，日本の最大
の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され，社
会の活性化につながるよう，内閣総理大臣を本部長
とし，全閣僚を構成員として，閣議決定により内閣
に設置された。令和２（2020）年７月，女性活躍
の動きを更に加速するため，今後政府が重点的に取
り組むべき事項として「重点方針2020」を決定した。

⑷　男女共同参画推進連携会議を通じた連携強化
　内閣府では，各界各層との情報・意見交換や
NPO，NGOとの交流による連携を図ることを目的
として，男女共同参画推進連携会議を開催している。
内閣府では，同会議が開催した第39回全体会議（令
和２（2020）年10月13日），第40回全体会議（令
和３（2021）年３月１日）及び「聞く会」（令和３
（2021）年３月12日）において，５次計画の趣旨
の周知及び意見交換を行った。

⑸�　国際機関・諸外国の国内本部機構との連携・協
力の推進

　我が国は，男女共同参画社会の形成の促進に関す
る各種国際会議への出席，相互交流，情報交換等を
通じて，国際機関及び諸外国の国内本部機構との連
携・協力に努めた（第13章第２節参照）。

⑹�　年次報告書及び男女共同参画社会の形成に関す
る調査研究

　内閣府では，男女共同参画社会基本法第12条に基
づき，「令和２年版男女共同参画白書」（「令和元年
度男女共同参画社会の形成の状況」及び「令和２年
度男女共同参画社会の形成の促進施策」）を作成した。
　また，「コロナ下の女性への影響と課題に関する
研究会」を開催するとともに，「令和２年度　男女
共同参画の視点からの新型コロナウイルス感染症拡
大の影響等に関する調査」を実施した。

⑺�　男女の置かれている状況を客観的に把握するた
めの統計（ジェンダー統計）の充実等

　「公的統計の整備に関する基本的な計画」（令和２
年６月閣議決定）においては，４次計画等でジェン
ダー統計の充実の観点から性別データの把握等に努
めることが求められていることを踏まえ，可能な限
り性別ごとのデータを把握し，年齢別・都道府県別
にも把握・分析に資する統計の作成・提供を推進す
るとされている。
　総務省統計研究研修所において，ジェンダー統計
に関する講義を行い，国及び地方公共団体の統計担
当者の育成を図った。
　独立行政法人国立女性教育会館（以下「国立女性
教育会館」という。）では，「男女共同参画統計に関
する調査研究」を実施するとともに，女性教育情報
センターにおいて，男女共同参画・女性・家庭・家
族に関する国内外の広域的・専門的な資料・情報を
収集し，広く提供している。また，男女共同参画社
会形成を目指した情報の総合窓口「女性情報ポータ
ル“Winet（ウィネット）”」2及び女性アーカイブの
整備充実を推進している。

⑻�　苦情の処理及び人権侵害に対する被害者救済の
充実

　内閣府では，国及び地方公共団体（都道府県及び
政令指定都市）における男女共同参画社会の形成に
関する苦情処理や人権侵害事案の被害者救済体制，
令和元（2019）年度の苦情処理件数等の把握を行い，
取りまとめた。
　総務省では，行政相談委員の中から指名した男女
共同参画担当委員（令和３（2021）年２月１日現
在全国で202人を指名）が，男女共同参画センター
に開設された行政相談所等において，男女共同参画
に関する施策についての苦情等を受け付けている。

⑴　地方公共団体との連携・支援の強化
　全都道府県・政令指定都市に，男女共同参画・女
性問題に関する事務を総括的に所管する部課（室）

第３節 地方公共団体や民間団体等
における取組の強化

2� �国立女性教育会館　女性情報ポータル“Winet（ウィネット）”　https://winet.nwec.go.jp/
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が置かれている。
　内閣府は，地方公共団体に対して，情報提供，研
修機会の提供を行うとともに，広報・啓発等につい
て一層の連携強化を図った。
　また，新たに策定された５次計画について，地方
公共団体の理解の促進を図り，５次計画を勘案した
都道府県男女共同参画計画及び市町村男女共同参画
計画の策定並びに必要な取組の促進を図るため，都
道府県知事及び政令指定都市市長宛てに通知を発出
するとともに全国の地方公共団体担当者を対象とし
た説明会を開催した。また，市区町村を対象に策定
に係る課題等についての調査を行うとともに，策定
状況の「見える化」を含む情報提供を実施した。

⑵�　男女共同参画社会の実現に向けた活動拠点施設
の強化・充実

　男女共同参画センター・女性センター（以下「男
女共同参画センター等」という。）は，男女共同参
画に関する研修，情報提供，女性グループ・団体の
自主的活動の場の提供，相談，調査研究等，多様な
機能を有しており，NPO，NGO，住民等の活動を
支援する男女共同参画の推進の重要な拠点としての
役割を期待されている。
　内閣府では，男女共同参画社会の実現に向けて，
男女共同参画センター等の管理者等に対し国の施策
について周知するとともに，参加者が事例発表やグ
ループ討議を通じて各地域の男女共同参画センター
等が抱える課題について共通認識を深め，他地域の
取組の情報の積極的な活用を図ることを目的とし
て，「男女共同参画センター等の管理者等との情報

交換会」を実施している。令和２（2020）年度に
おいては，令和３（2021）年２月に，国の男女共
同参画の取組を紹介したほか，「地域における男女
共同参画推進の拠点としてのセンターの役割～コロ
ナ禍で何をすべきか～」をテーマにグループ討議を
行った。

⑶　国立女性教育会館における取組の推進
　国立女性教育会館においては，我が国唯一の女性
教育のナショナルセンターとして，国内外の男女共
同参画の推進に向けた人材育成を図るための研修等
を行うとともに，男女共同参画に関する調査研究の
成果や会館に集積された専門的な情報の提供等を通
じて，地域等における男女共同参画の推進を支援し
ている（第４章第３節，第５章第１節２，第８章第
７節，第11章第１節１，３，第11章第３節１，２参照）。

⑷　男女共同参画社会の実現に向けた気運醸成
　内閣府では，平成13（2001）年度から「男女共
同参画週間」（毎年６月23日から同月29日まで）を
実施している。この週間に際して，令和２（2020）
年度は「男女共同参画社会づくりに向けての全国会
議」，「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣
表彰」，「女性のチャレンジ賞表彰」（内閣府特命担
当大臣（男女共同参画）表彰）を始めとした各種の
広報・啓発活動を行った（第２章第３節参照）。さ
らに，性別による無意識の思い込み（アンコンシャ
ス・バイアス）の解消を促進するため，固定的役割
分担感に捉われない「デザイン素材」の無償提供に
向けて取組を行っている。

　平成31年（2019）年４月より順次施行されてい
る働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律（平成30年法律第71号）に基づき，同一

労働同一賃金など非正規雇用労働者の処遇改善，長
時間労働の是正，柔軟な働き方がしやすい環境整備
等が図られるよう企業への周知，支援に取り組んで
いる。
　内閣府及び関係省庁では，「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と

第２章 男性中心型労働慣行等の
変革と女性の活躍

第１節 長時間労働の削減等の働き
方改革

162 第１部　令和２年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策



生活の調和推進のための行動指針」（以下「行動指針」
という。）に基づき，官民一体で，仕事と生活の調
和実現に向けた取組を行っている。仕事と生活の調
和連携推進・評価部会において，仕事と生活の調和
の実現状況について，点検・評価を行っており，令
和３（2021）年３月には，「仕事と生活の調和推進
のための行動指針」で設定されている数値目標の進
捗状況等について取りまとめた「仕事と生活の調和
（ワーク･ライフ･バランス）レポート2020」を公
表した。
　また，社会全体で，女性活躍の前提となるワーク・
ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め，女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律（平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」
という。）及び「女性の活躍推進に向けた公共調達
及び補助金の活用に関する取組指針」（平成28年３
月すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「公
共調達等取組指針」という。）に基づき，国及び独
立行政法人等が，総合評価落札方式又は企画競争方
式による調達を行うときは，女性活躍推進法，次世
代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号），
青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法
律第98号）に基づく認定等を取得したワーク・ラ
イフ・バランス等推進企業を加点評価する取組を実
施している。また，努力義務となっている地方公共
団体でも国に準じた取組が進むよう働きかけを行っ
ている。さらに，2020年東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会3（以下「東京2020大
会」という。）に関する調達や民間企業等における
各種調達でも国と同様の取組が進むよう働きかけを
行っている。
　厚生労働省では，労使の自主的な取組を促進する
ため，長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進
等の働き方・休み方の改善のための具体的な取組方
法について，業種や企業の特性に応じたコンサル
ティングを実施するなどきめ細かな支援を行ってい
る。また，労働時間の短縮や，年次有給休暇の取得
促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に
対する助成等，長時間労働の抑制や年次有給休暇の
取得促進に向けた取組を進める事業主に対する支援

を行うとともに，長時間労働が行われている事業場
に対して重点的な監督指導を行っている。
　内閣官房内閣人事局及び各府省等では，国家公務
員について，「国家公務員の女性活躍とワークライ
フバランス推進のための取組指針」（平成26年10月
女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決
定。以下「女性活躍・ワークライフバランス推進取
組指針」という。），女性活躍推進法等を踏まえ，各
府省等において策定された取組計画に基づき，女性
職員の活躍推進及び男女全ての職員の「働き方改革」
によるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて，
取組を着実に進めた。また，「女性活躍・ワークラ
イフバランス推進取組指針」を改正した（令和３
（2021）年１月29日）。
　人事院では，平成31（2019）年４月から施行さ
れた超過勤務命令の上限に関する制度について，令
和元（2019）年度における各府省の運用状況を把
握し，必要に応じて指導等を行った。また，各府省
における超過勤務の縮減に向けた取組を支援してい
る。
　総務省では，総務省と地方公共団体職員との意見
交換により，各団体に共通する課題への対応策につ
いて検討することを通じて作成した「地方公務員に
おけるダイバーシティ・働き方改革推進のためのガ
イドブック」（令和元（2019）年度作成）を活用し，
各団体の取組事例等を情報提供することにより，各
地方公共団体に対して職員の時間外勤務縮減等，働
き方改革に向けた一層の取組を働きかけている。さ
らに，テレワークの活用など，地方公務員のワーク・
ライフ・バランス推進に資する先進的な取組事例の
情報提供を行っている。

　厚生労働省では，男性の仕事と育児の両立を推進
する「イクメンプロジェクト」を実施し，男性の仕
事と育児の両立を積極的に促進する企業を表彰する
「イクメン企業アワード」及び部下の仕事と育児の

第２節
家事・育児・介護等に男性
が参画可能となるための環
境整備

3� �令和２（2020）年３月30日に，東京オリンピックは令和３（2021）年７月23日から８月８日に，東京パラリンピックは同年８月
24日から９月５日に開催されることが決定された。
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両立に配慮する管理職を表彰する「イクボスアワー
ド」等の表彰により好事例の周知を図ったほか，参
加型公式サイト4の運営や男性の育児休業取得に向
けた様々な情報を記載したハンドブックの配布を
行った。あわせて，企業担当者等を対象としたセミ
ナーを全国各地で開催したほか，公式サイトの充実
等情報発信を強化し，男性の仕事と育児の両立のた
めの職場環境改善を促進する取組を進め，男性が育
児をより積極的に楽しみ，かつ，育児休業を取得し
やすい社会の実現を目指している。
　さらに，育児休業，介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第
76号。以下「育児・介護休業法」という。）に基づき，
育児休業，介護休業等の申出・取得等をした労働者
の就業環境が害されることのないよう，「子の養育
又は家族の介護を行い，又は行うこととなる労働者
の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにす
るために事業主が講ずべき措置に関する指針」（平
成21年厚生労働省告示第509号。以下「育児休業
等に関するハラスメント指針」という。）の内容の
周知徹底を図るとともに，指導等により，同法の着
実な履行確保を図っている。
　令和２（2020）年６月，改正育児・介護休業法
の施行により，育児休業等に関するハラスメントに
係る規定が一部改正され，労働者が事業主に職場に
おけるハラスメントに関する相談をしたこと等を理
由とする不利益取扱いの禁止等が盛り込まれ，職場
におけるハラスメント防止対策が強化された。
　加えて，育児休業等に関するハラスメントの防止
措置が徹底されるよう，事業主への周知及び指導を
行うとともに，事業主と労働者の間に紛争が生じた
場合には，円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助
を行っている。あわせて，職場におけるハラスメン
トの防止対策を促進するため，ハラスメント総合情
報ポータルサイトの運営やリーフレット等による周
知啓発を実施している。また，令和２（2020）年
９月より，労働政策審議会において，男性の育児休
業取得促進策等について議論を行い，令和３（2021）
年１月に建議が取りまとめられた。これを踏まえ，
子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組

みの創設，育児休業を取得しやすい雇用環境整備及
び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義
務付け等を内容とする「育児休業，介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律案」を第204回国
会（令和３（2021）年）に提出した。

　内閣府では，「重点方針2020」を踏まえ，男性の
暮らし方・意識の変革への気運醸成のための普及啓
発活動として，令和２（2020）年度においても，
主に子育て世代の男性が家事・育児等の中，料理へ
の参画を目的とした「“おとう飯”始めよう」キャ
ンペーンを実施するとともに，地方自治体において
行われた同キャンペーンなどの「男性の家事・育児
等参加応援事業」の支援を実施した。
　また，配偶者の出産直後の男性の休暇取得を促す
ことにより，男性の家事・育児への参画・意識改革
を進める「さんきゅうパパプロジェクト」について，
妊娠・出産・子育てに際して，男性ができることを
考えるきっかけとなるようハンドブックを活用した
啓発活動等の推進を引き続き実施したほか，妊娠・
子育て中のインスタグラマーに依頼し，自身の体験
を投稿してもらうなど，子育て層を中心に男性が休
暇を取得することについて考えてもらう機会を提供
した。
　厚生労働省では，男性の仕事と育児の両立を推進
する「イクメンプロジェクト」を実施している（本
章第２節参照）。

　内閣府及び厚生労働省では5，女性活躍推進法の
改正に伴い，一般事業主行動計画の策定等の義務対
象拡大や情報公表の強化等が図られることを踏ま
え，その円滑な施行に向け，関係法令の改正内容等

第３節 男女共同参画に関する男性
の理解の促進

第４節
ポジティブ・アクションの
推進等による男女間格差の
是正

4� �厚生労働省委託事業「イクメンプロジェクト」　https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
5� �内閣府は公務部門（特定事業主行動計画，都道府県・市町村推進計画，協議会等）を，厚生労働省は民間部門（一般事業主行動計画

等）を担当。
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の周知を行った（対象拡大は令和４（2022）年４
月１日施行）。
　内閣府では，上場企業において業種ごとに女性役
員比率が高い企業の一覧や，女性活躍推進のメリッ
ト等をまとめた企業向けリーフレットを作成し，全
上場企業等に配布するなど，引き続き「見える化」
を通じた気運の醸成を図った。
　また，女性の登用に関する取組及び実績並びにそ
れらの情報開示において顕著な功績があった企業を
対象として「女性が輝く先進企業表彰」を実施し，
令和２（2020）年12月に内閣総理大臣表彰１社，
内閣府特命担当大臣（男女共同参画）表彰６社の合
計７社を表彰するとともに，周知・啓発を行った。
　さらに，様々な立場にある女性が，自分に必要な
支援を選択し，円滑に利用できるよう，各実施機関
の支援情報を集約・整理し，分かりやすく案内する
「女性応援ポータルサイト」について掲載情報等の
充実を図っている。
　加えて，「輝く女性の活躍を加速する男性リーダー
の会」では，令和２（2020）年11月に大臣参加の
もと，ミーティングを開催した。令和３（2021）
年２月には，会発足後，初となる地方でのシンポジ
ウムを広島県で開催し，会への参加を呼び掛けた。
その他，好事例を掲載した冊子を作成し，周知に使
用した。
　厚生労働省では，女性活躍の推進に向けて企業が
行う取組を促進した（第３章第４節参照）。さらに，
女性活躍推進に取り組む事業主に対する支援を行っ
た（第４章第３節参照）。
　経済産業省では，東京証券取引所と共同で，「女
性活躍推進」に優れた上場企業を，「中長期の企業

価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄
（「なでしこ銘柄」）として選定しているところ，令
和２（2020）年度は，「なでしこ銘柄」を45社，「準
なでしこ」を19社選定した。また，女性を始め多
様な人材の能力を活かして，イノベーションの創出，
生産性向上等の成果を上げている企業（「新・ダイ
バーシティ経営企業100選」，「100選プライム」）
を表彰・選定すること等を通じて，ダイバーシティ
経営の普及啓発を行った。令和２（2020）年度は「新・
ダイバーシティ経営企業100選」として14社（大
企業９社，中小企業５社），「100選プライム」とし
て２社を選定した。

　社会保障制度については，女性を含め，働きたい
人が働きやすい環境を整えるとともに，より多くの
働く方の年金などの保障を厚くしていく観点から，
短時間労働者に対する被用者保険の適用について，
令和４（2022）年10月に100人超規模，令和６
（2024）年10月に50人超規模の企業で働く短時間
労働者まで適用範囲を拡大することを盛り込んだ年
金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改
正する法律（令和２年法律第40号）が令和２（2020）
年５月に成立した。
　民間企業における配偶者手当については，「配偶
者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」につ
いて引き続き広く周知を図り，労使に対しその在り
方の検討を促している。

　平成30（2018）年５月に公布・施行された，政
治分野における男女共同参画の推進に関する法律

（平成30年法律第28号）では，国及び地方公共団
体の責務等を規定している。
　内閣府では，同法を踏まえ，今後の環境整備等の
参考とするため，女性の政治参画への障壁等に関す
る調査を実施した。また，政治に参画しようとする

第５節 女性の活躍に影響を与える
社会制度・慣行の見直し

第３章 政策・方針決定過程への
女性の参画拡大

第１節 政治分野における女性の参
画拡大
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女性の人材育成のため，オンライン研修を実施した。
さらに，政治分野における女性の参画状況を分かり
やすく「見える化」するため，女性の政治参画マッ
プを毎年作成しており，令和２（2020）年は同法
の概要や女性ゼロ議会の状況等を盛り込んだマップ
を作成し，地方公共団体等に配布した。また，「市
町村女性参画状況見える化マップ」の項目を拡充し，
市町村議会における女性が活躍しやすい環境の整備
状況を「見える化」した。
　加えて，「女性の政策・方針決定参画状況調べ」
の中で，各政党や地方議会における男女共同参画の
状況について毎年公表するとともに，「地方公共団
体における男女共同参画社会の形成又は女性に関す
る施策の推進状況」の中で，地方議会における両立
支援状況について調査してきたが，令和２（2020）
年度は，議会における通称又は旧姓の使用のために
取り組んでいる施策についても調査し，公表した。
　さらに，５次計画に基づき，全国都道府県議会議
長会，全国市議会議長会及び全国町村議会議長会（三
議長会）に対し，出産に係る産前・産後期間にも配
慮した会議規則の整備等について要請を行った。ま
た，議員活動と家庭生活との両立支援策を始めとし
た男女の議員が活躍しやすい環境整備，女性の地方
公共団体の長や地方議会議員のネットワークの形
成，ハラスメント防止研修の実施の促進についても，
三議長会を含む地方六団体へ要請を行った。
　総務省では，「地方議会・議員のあり方に関する
研究会」において，女性を含めたより幅広い層が地
方議会議員として参画しやすくなるための環境整備
等に関して検討し，令和２（2020）年９月に報告
書を取りまとめ公表した。また，令和２（2020）
年11月に「地方議会活性化シンポジウム2020」を
開催し，地方議会で活躍している女性議員からの事
例発表を通じて，好事例の周知等の情報発信を行っ
た。当該報告書や「地方議会活性化シンポジウム
2020」のアーカイブ動画その他地方議会における
取組事例については，総務省のホームページに「地
方議会」のページを設けて掲載し，周知を図っている。
　加えて，地方公共団体職員を対象とする会議の場
において，法の概要及び地方議会における出産・育児・
介護等に伴う「欠席事由の整備」や「女性模擬議会」
等の自主的な取組等について周知するとともに，地
方公共団体における積極的な対応を依頼している。

　内閣府では，「女性の政策・方針決定参画状況調べ」
の中で，検察官，裁判官及び弁護士における女性の
参画状況を毎年公表している。
　法務省では，検察官について，様々な働き方やキャ
リア形成に応じたロールモデルの発掘，メンター制
度の導入や，継続就業のための環境整備に配慮する
取組等，仕事と生活の調和推進等の取組を実施して
いる。
　また，裁判官及び弁護士については，５次計画に
基づき，最高裁判事も含む裁判官全体に占める女性
の割合を高めるよう裁判所等の関係方面に要請する
とともに，日本弁護士連合会に対し，女性法曹輩出
のための取組や，継続就業のための環境整備に配慮
する取組等を推進するよう要請した。
　文部科学省では，法曹となり得る人材のプールを
拡大すべく，法科大学院の公的支援の取組の枠組や，
ロールモデルとなる女性法曹による教育等を通じ，
法曹養成課程における女性法曹輩出のための取組を
促進している。
　裁判官の採用については，男女の別にかかわらず
裁判官としてふさわしい資質・能力を備えた者を採
用しており，裁判官に占める女性割合は着実に増加
している。なお，最高裁判所の女性裁判官は２名で
ある（令和元（2019）年12月時点。「女性の政策・
方針決定参画状況調べ（令和２年度）」）。

１　�国の政策・方針決定過程への女性
の参画拡大

⑴　国家公務員に関する取組
　内閣官房内閣人事局及び各府省等では，国家公務
員について，女性活躍推進法に基づき策定した特定
事業主行動計画や「女性活躍・ワークライフバラン
ス推進取組指針」及び各府省等の取組計画に基づき，
女性職員の活躍推進及び男女全ての職員の「働き方
改革」によるワーク・ライフ・バランスの実現に向け
て，取組を着実に進めている。令和２（2020）年度は，

第２節 司法分野における女性の参
画拡大

第３節 行政分野における女性の参
画拡大
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「女性活躍・ワークライフバランス推進取組指針」
を令和３（2021）年１月29日に改正し，「ワークライ
フバランス推進のための働き方改革」と「女性の活
躍推進のための改革」を２つの柱に，性別や年代，
時間制約の有無等を問わず全ての職員が，いかなる
環境下においても，責任と誇りをもって生き生きと
働ける職場環境作りに取り組むこととしている。
　女性の採用については，国家公務員を志望する女
性の拡大に向けて，新規採用だけでなく経験者採用
試験等を含めた中途採用についても，内閣官房内閣
人事局と各府省等が有機的に連携・協力し，SNSや
オンライン配信等を積極的に活用して，働き方改革
の取組やワーク・ライフ・バランスの実践例，職業生
活への多様な支援等に関する情報等を発信するため
の説明会やイベントの開催などを通じて国家公務員
の魅力等を伝えるための広報活動等を実施している。
　また，男性職員の家庭生活（家事，育児，介護等）
への参加を促進するため，大臣や事務次官，官房長
等がメッセージを発出すること等により，職場の雰
囲気の醸成，管理職員に対する意識啓発，職員への
仕事と家庭の両立支援制度の周知等を行った。
　特に，４次計画における男性職員の育児休業取得
の割合については，令和元（2019）年度に16.4％
となり，政府目標（13％）を達成したところであ
るが，引き続き，育児休業取得率の向上，全ての男
性職員による「男の産休」（配偶者出産休暇及び育
児参加のための休暇）の５日以上取得を進めている。
加えて，「国家公務員の男性職員による育児に伴う
休暇・休業の取得促進に関する方針」（令和元（2019）
年12月女性活躍・ワークライフバランス推進協議
会決定）に基づき，子供が生まれた全ての男性職員
が１か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得
できることを目指して取り組んでおり，令和２
（2020）年４月から６月に子供が生まれた男性職
員は，約９割が１か月以上の育児に伴う休暇・休業
の取得を予定している。
　加えて，男女全ての職員の「働き方改革」を進め
るため，「女性活躍・ワークライフバランス推進取
組指針」を踏まえ，働き方に対する価値観・意識の
改革に取り組んでいる。業務の効率化や職場環境の
改善に向けた創意工夫を活かした優秀な取組事例の
横展開を図るとともに，フレックスタイム制や，テ
レワークの推進等による働く時間と場所の柔軟化を

進めている。また，業務継続とワーク・ライフ・バ
ランス推進双方の観点から「働き方改革」に重点的
に取り組む期間として，７月から９月の間に「働き
方改革推進強化月間」を実施し，業務の見直しやテ
レワークの推進，休暇の計画的な取得等に取り組んだ。
　人事院においては，５次計画が閣議決定されたこ
とを踏まえ，令和３（2021）年２月，「女性国家公
務員の採用・登用の拡大等に向けて」（平成27年12
月人事院事務総長通知）の一部改正を行い，各府省
において女性国家公務員の採用・登用の拡大等に向
けた具体的取組が進むよう支援している。
　また，女性職員の登用拡大に向けては，一部の研
修をオンラインで実施するなど感染防止対策を講じ
つつ，引き続き，女性職員を対象とした研修の実施
を通じて，相互啓発等による業務遂行能力の伸長，
マネジメント能力開発，人的ネットワーク形成等の
機会を付与している。また，「女性職員登用推進セ
ミナー」の実施を通じて，本府省及び地方機関の人
事管理・人材育成の責任を有する管理職員の意識啓
発を図っている。そのほか，「メンター養成研修」
の実施を通じて職場におけるメンタリングに関する
基本的な知識を習得させるなど，女性職員のキャリ
ア形成支援を行っている。
　このほか，人事院では，各府省における職員の職
場環境への円滑な適応，能力開発・専門性習得等の
キャリア形成，仕事と生活の両立等に向けて，メン
ター制度の活用が進むよう「メンター制度の実施の
手引き」（平成30年２月人事院人材局企画課長通知）
において，女性職員の登用拡大に向けた取組の一類
型としてメンター制度を整理し，その概要や留意点
について説明したパンフレットを用いて普及・啓発
を行っている。
　内閣府では，「女性の政策・方針決定参画状況調べ」
の中で，国家公務員における女性の参画状況を毎年
公表している。

⑵　国の審議会等委員等における女性の参画拡大
　内閣府では，「国の審議会等における女性委員の
参画状況調べ」を毎年実施し，府省別の審議会等委
員に占める女性の割合等について，内閣府ホーム
ページで公表している。また，各府省が国の審議会
等の女性委員の人材情報を収集する際の参考とする
ため，女性人材データベースを運用している。
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⑶�　独立行政法人，特殊法人及び認可法人における
女性の参画拡大

　内閣府では，独立行政法人，特殊法人及び認可法
人における女性の採用・登用状況及び女性の採用・
登用の拡大に向けた取組状況について，毎年調査を
行っている。また，「独立行政法人等における女性
登用状況等『見える化』サイト」において，各法人
の女性役員及び管理職の登用に関する目標設定の状
況や現状値，採用者数，職員数，育児休業取得者数
等について一覧で調査結果を公表している。

２　�地方公共団体の政策・方針決定過
程への女性の参画拡大

⑴　地方公務員に関する取組
　内閣府では，５次計画に基づき，女性職員の活躍
に資する取組について，各地方公共団体の実情に即
し，主体的かつ積極的に取組を推進するよう，各地
方公共団体へ要請した。
　また，「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の
中で，地方公務員における女性の参画状況を毎年公
表している。
　総務省では，各地方公共団体の特定事業主行動計
画に基づく取組に対する支援を行っている。
　また，総務省と地方公共団体職員との意見交換に
より，各団体に共通する課題への対応策について検
討することを通じて作成した「地方公務員における
ダイバーシティ・働き方改革推進のためのガイド
ブック」（令和元（2019）年度作成）を活用し，女
性職員の計画的な育成，時間外勤務の縮減，柔軟で
多様な働き方の推進，男性職員の育児休業等の取得
促進に向けた職場環境の整備など，積極的な取組の
要請や女性活躍・働き方改革に資する先進事例の周
知を行っている。
　女性職員の人材育成に関しては，自治大学校にお
ける「地方公務員女性幹部養成支援プログラム」及
び各研修課程での「女性活躍・働き方改革」に関す
る講義を実施している。
　消防庁では，消防吏員の女性比率を，令和８
（2026）年度当初までに５％に増加させることを
全国の目標としている。消防本部等に対し数値目標
の設定による計画的な増員の確保，女性消防吏員の
職域の拡大等，ソフト・ハード両面での環境整備に
取り組むよう引き続き要請するとともに，消防署所

等における職場環境の整備が図られるよう，女性専
用施設（浴室・仮眠室等）の整備に要する経費を支
援した。また，消防吏員を目指す女性を増やすため，
消防本部と連携しながら積極的な広報を展開するな
どの取組を推進した。さらに，女性消防団員のいな
い市町村に対して積極的な取組を求めるとともに，
様々な媒体を通じて，消防団への加入を呼びかける
広報を行った。
　警察では，男女共同参画に関する施策についての
都道府県警察の幹部職員への教育の実施を始め，女
性がその個性と能力を十分に発揮して活躍できるよ
う様々な取組を推進しており，女性警察官の職域の
拡大や，警察署長を始めとする幹部への登用が進ん
でいる。また，令和５（2023）年中に地方警察官
に占める女性警察官の割合を全国平均で10％程度
とすることを目標として，各都道府県警察が，それ
ぞれにおいて策定している計画等を踏まえ女性警察
官の採用・登用の拡大に向けた取組を推進した結果，
令和２（2020）年４月１日現在で，当該割合は
10.2％となっており，上記目標を早期に達成した。

⑵　地方公共団体の審議会等委員への女性の参画拡大
　内閣府では，各都道府県，政令指定都市が設定し
ている審議会等委員への女性の参画に関する数値目
標や，女性割合の現状等を調査し公表している。

　内閣府及び厚生労働省では，女性の活躍推進に向
けて国や地方公共団体・企業等が行う取組を促進し
ている（第２章第４節参照）。
　内閣府では，令和２（2020）年度に，「女性リー
ダー育成モデルプログラム」に基づく女性役員育成
研修を愛媛県との共催で実施した。また，地方公共
団体が女性役員育成研修の企画・実施を行う際の参
考となることを目的としたハンドブックを作成し，
広く周知した。
　また，令和２（2020）年度は，欧米等で活発化
しているジェンダー投資について，その実態や状況
について調査を行い，調査結果を全上場企業等に配
布するなど，広く発信した。
　加えて，「女性役員情報サイト6」の運営のほか，

第４節 経済分野における女性の参
画拡大
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上場企業において業種ごとに女性役員比率が高い企
業の一覧や，女性活躍推進のメリット等をまとめた
リーフレットを作成し，全上場企業等に配布するなど，
引き続き「見える化」を通じた気運の醸成を図った。
　また，民間企業における女性の社外役員等への登
用を促すべく，国の審議会等の女性委員や女性役員
育成研修修了者等に関する情報について「女性リー
ダー人材バンク」サイトにおいて公開するとともに，
当該サイトの広報・周知を図っている。
　さらに，「女性の政策・方針決定参画状況調べ」
の中で，民間企業における女性の参画状況を公表し
ている。
　厚生労働省では，雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年
法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。）
の履行確保を図るとともに，企業における女性活躍
推進の取組を促進している（第２章第４節及び第４
章第２節参照）。
　また，女性活躍推進法に基づいて策定された一般
事業主行動計画に従って企業の取組が着実に進むよ
う，助言・指導等を行うことで法の実効性を確保す
るとともに，より多くの企業が ｢えるぼし｣ 認定及
び「プラチナえるぼし」認定（令和２（2020）年
６月１日施行）を目指し取組を進めるよう周知・啓
発を図っている。
　さらに，女性活躍推進法に基づく取組が努力義務
とされている常時雇用する労働者が300人以下の中
小企業に対しても取組を加速化させていく必要があ
ることから，「両立支援等助成金（女性活躍加速化
コース）」や「中小企業のための女性活躍推進事業」
の実施により，引き続き中小企業の女性活躍推進の
取組を促している。
　あわせて，「女性の活躍推進企業データベース7」
について，学生を始めとした求職者の利用を更に促
進するため，機能拡充及び利便性の向上を図るとと
もに，企業に対して登録の促進を図っている。
　以上の取組に加えて，女性の職業生活における活
躍の推進をより一層加速するため，一般事業主行動
計画の策定等の義務対象企業の拡大や情報公表の強
化などを盛り込んだ女性活躍推進法等一部改正法が

第198回国会（令和元（2019）年）において成立
した。改正内容についてあらゆる機会を通じて周知
徹底を図っており，同法の着実な施行を通じて，女
性の能力を十分に発揮できる職場環境を整備してい
く（令和２（2020）年６月１日施行，対象企業の
拡大は令和４（2022）年４月１日施行）。
　経済産業省では，「なでしこ銘柄」等の選定や，
ダイバーシティ経営の普及啓発を行っている（第２
章第４節参照）。

　厚生労働省では，女性医師や看護職員の復職支援，
女性医師が働き続けやすい環境の整備等の取組を
行っている（第７章第３節参照）。
　内閣府では，各種機関・団体・組織に対して，女
性の参画拡大の促進に向けて，実効性のあるポジ
ティブ・アクションの導入等の取組が進むよう要請
した。また，様々な分野における女性の政策・方針
決定過程への参画状況について「女性の政策・方針
決定参画状況調べ」の中で取りまとめ，公表している。

第５節 その他の分野における女性
の参画拡大

6� �「女性役員情報サイト」　https://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/yakuin.html
7� �女性の活躍推進企業データベース　https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
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１　�ワーク・ライフ・バランスの実現
のための長時間労働の削減等

　内閣府では，仕事と生活の調和の実現に向けて，
政労使，都道府県が密接に連携・協働するためのネッ
トワークを支える中核的組織として，「仕事と生活
の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「行
動指針」に基づく取組状況の点検・評価を行うため
の総合調整を行うとともに，ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する好事例等の情報の収集・提供を行って
いる。また，社会全体で，女性活躍の前提となるワー
ク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進め
るため，女性活躍推進法及び「公共調達等取組指針」
に基づき，ワーク・ライフ・バランス等推進企業を
加点評価する取組を，国，独立行政法人等で実施し
ているほか，努力義務となっている地方公共団体で
国に準じた取組が行われるよう働きかけを行ってい
る。また，東京2020大会に関する調達や民間企業
等における各種調達でも同様の取組が進むよう働き
かけを行っている（第２章第１節参照）。
　厚生労働省では，労使の自主的な取組を促進する
ため，労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に
向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対する
支援を行うとともに，長時間労働が行われている事
業場に対して重点的な監督指導を行っている。さら
に，過労死等防止対策推進法（平成26年法律第100
号）及び「過労死等の防止のための対策に関する大
綱」（平成27年７月策定，平成30年７月変更）に基
づき，労働行政機関等における対策，調査研究等，
啓発，相談体制の整備等，民間団体の活動に対する

支援等の過労死等の防止に関する対策に取り組んで
いる。
　加えて，事業者が労働者のメンタルヘルスケアに
取り組むよう，「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」（平成18年３月健康保持増進のための指
針公示第３号，改正平成27年11月健康保持増進の
ための指針公示第６号）の普及啓発，ストレスチェッ
ク（平成27年12月創設）の実施とその結果に基づ
く面接指導の実施の徹底を図るため，労働基準監督
署を通じた指導や産業保健総合支援センターによる
支援を実施している。
　また，働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
「こころの耳」8において，事業者，産業保健スタッ
フ，労働者やその家族等に対して「メンタルヘルス
対策の基礎知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」
等の情報提供を行うとともに，「こころの耳電話相
談」9・「こころの耳メール相談」において，働く人
のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に
関する電話・メール相談に応じている。令和２
（2020）年度は，「こころの耳SNS相談」において，
SNS相談を実施した。
　さらに，女性活躍推進法において，事業主が自社
の労働者の労働時間の状況等を把握した上で，行動
計画を策定することを義務付けており，着実な履行
確保に取り組んでいる。さらに，自社の女性の活躍
状況に関する情報公表項目の選択項目のひとつとし
て「労働者の一月当たりの平均残業時間」を盛り込
んでおり，情報公表に当たっては，「女性の活躍推
進企業データベース」において公表を行うことを促
進している。
　総務省では，地方公共団体に対する助言，情報提
供や女性活躍を始めとするダイバーシティ・働き方
改革を推進するための実践的方策についての調査研
究を行っている（第２章第１節参照）。

第４章 雇用等における男女共同参画
の推進と仕事と生活の調和

第１節
Ｍ字カーブ問題の解消等に
向けたワーク・ライフ・バ
ランス等の実現

8� �厚生労働省委託事業　こころの耳　https://kokoro.mhlw.go.jp/
9� �「こころの耳電話相談」　https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/
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２　�ライフイベントに対応した多様で
柔軟な働き方の実現

　内閣府では，ワーク・ライフ・バランスの推進に
向けた社会全体の気運を醸成するための取組とし
て，「仕事と生活の調和」推進サイトを通じて，関
係省庁の施策，関係団体等の取組や，「カエル！ジャ
パン」キャンペーンへの登録企業・団体の取組等を
周知している。
　また，企業等の取組を支援するための「カエル！
ジャパン」通信（メールマガジン）を発行し，ワー
ク・ライフ・バランスに関する国の施策や周知情報
を分かりやすく紹介しているほか，経済団体との共
催により企業経営者や管理職を対象にした「トップ
セミナー」を開催し，企業の先進的な取組事例や仕
事と生活の調和に取り組むメリットに関する情報を
提供した。
　厚生労働省では，男女雇用機会均等法等で定める
妊娠，出産等を理由とする不利益取扱いの禁止や，
妊娠，出産，育児休業等に関するハラスメントに係
る事業主の防止措置義務について周知・履行確保を
図っている。また，雇用管理上の措置を講ずるに当
たっての取組支援を行った（第２章第２節参照）。
　さらに，次世代育成支援対策推進法に基づく認定
制度（くるみん）及び特例認定制度（プラチナくる
みん）の周知等により，認定を目指す企業の取組を
促進している。
　そのほか，保護者の通院や社会参加活動，又は育
児に伴う心理的・身体的負担の軽減のため，保育所
や駅周辺等利便性の高い場所で就学前の児童を一時
的に預かる一時預かり事業を拡充している。
　また，全国各地での企業向けセミナーの開催や仕
事と家庭の両立支援プランナーによる個別支援を通
じて，「育休復帰支援プラン」「介護支援プラン」や
「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」
の普及促進に取り組むとともに，同プランに基づき
円滑な育児休業・介護休業の取得，職場復帰に取り
組む中小企業事業主に対して助成金を支給してい
る。特に，介護離職防止に取り組む事業主に対する
助成金（介護離職防止支援コース）について，介護
休業及び介護両立支援制度の利用日数の要件緩和等

を行うことにより，介護を行う労働者が働き続けや
すい雇用環境の整備を行う事業主に対する支援を拡
充したほか，介護離職防止のため，介護支援専門員
（ケアマネジャー）が要介護者の介護を行う家族が
就労している場合に，その勤務実態も踏まえてケア
プランを作成できるよう，仕事と介護の両立支援に
ついて学べる研修カリキュラムを策定した。
　そのほか，「女性の活躍・両立支援総合サイト　
両立支援のひろば」において，企業の両立支援の進
捗状況に応じた取組のポイントと様々な企業の具体
的な取組事例の周知を行うことにより，効果的・効
率的な情報提供を行っている。
　加えて，「多様な正社員」制度の一類型である短
時間正社員制度について，その導入・定着を促進す
るため，制度導入・運用支援マニュアルをパート・
有期労働ポータルサイト10に掲載し，短時間正社員
制度の概要や企業の取組事例の周知を図った。
　さらに，総務省，厚生労働省，経済産業省，国土
交通省のテレワーク関係４省が連携し，仕事と子育
てや介護との両立等柔軟な働き方が可能となるテレ
ワークの全国的な普及促進を図るため，「テレワー
ク・デイズ」や11月の「テレワーク月間」等に係
るイベントの開催や周知広報を行った。
　総務省では，地域や中小企業におけるテレワーク
導入促進に向け，関係団体等と連携し「テレワーク・
サポートネットワーク」を活用したセミナー・相談
会を実施したほか，テレワーク環境整備のための費
用補助，テレワーク導入を検討する企業等への専門
家による相談対応，テレワークに先駆的に取り組む
企業等に対する表彰，全国でのセミナー開催等の取
組を実施した。
　経済産業省では，地域の中小企業・小規模事業者
が，そのニーズに応じ，地域内外の女性・シニア等
の多様な人材を確保するため，企業の魅力発信や
マッチングの促進等を行った。
　厚生労働省では，適正な労務管理下における良質
なテレワークの推進のため，令和３（2021）年３
月にテレワークガイドラインの改定を行った。また，
テレワーク相談センターにおける相談対応やコンサ
ルティングを実施するとともに，企業のテレワーク
の導入・活用を促進するため，中小企業に対してテ

10� �「パート・有期労働ポータルサイト」　https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
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レワークの導入や拡充に要した経費を助成する等の
取組を実施した。

３　�男性の子育てへの参画の促進，育
児休業・休暇の取得促進

　厚生労働省では，男性の仕事と育児の両立を推進
する「イクメンプロジェクト」や男性の育児休業等
取得促進に取り組んだ企業に対する助成金（出生時
両立支援コース）の支給による支援を通して，男性
が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を図っ
た。特に，令和２（2020）年度より個別面談の実
施等により，男性の育児休業取得を後押しする取組
を実施した場合の加算措置を設け，育児を行う男性
労働者が働き続けやすい雇用環境の整備を行う事業
主に対する支援を拡充した。また，男女別の育児休
業取得率の情報公表が進むよう，取組を促している
（第２章第２節参照）。
　内閣府では，男性の家事・育児等参加に対する普
及啓発活動を行った（第２章第３節参照）。
　また，配偶者の出産直後の男性の休暇取得を促す
ことにより，男性の育児への参画・意識改革を進め
る「さんきゅうパパプロジェクト」について，ロゴ
マークやハンドブックを活用した啓発活動等を引き
続き実施した。

４　�女性が活躍するための前提となる
人材育成

　厚生労働省では，女性の就業支援に向けた研修等
が効果的に実施されるよう，女性関連施設等の職員
を対象とした相談対応や講師派遣事業を実施した。
なお，令和２（2020）年度からは，新型コロナの
拡大を受け，オンラインでのセミナーも実施してい
る。また，国，都道府県等が設置・運営する公共職
業能力開発施設において，離職者等に対する公共職
業訓練を実施するとともに，雇用保険を受給できな
い求職者に対し，職業訓練と訓練期間中の生活支援
等により早期の就職を支援する求職者支援制度を実
施している。
　また，事業主等が行う職業訓練を支援するため，
人材開発支援助成金による助成等や，公共職業能力
開発施設における在職者に対する訓練の実施，事業
主等に対する同施設の貸与，同施設の職業訓練指導
員の派遣等を行うほか，職業能力開発に関する情報

提供・相談援助等を行っている。
　さらに，労働者の自発的な職業能力開発を推進す
るため，教育訓練給付制度の活用のほか，労働者の
自発的な取組を支援する事業主に対する助成を行っ
ている。
　労働者の主体的なキャリア形成を支援するため，
キャリア形成サポートセンターの整備などを通じ，
生涯を通じたキャリア・プランニング及び職業能力
証明のツールであるジョブ・カードを活用しながら，
労働者が身近に，必要な時にキャリアコンサルティ
ングを受けることができる環境を整備した。
　加えて，公的職業訓練において，再就職に向けた
介護分野や医療事務分野等，多くの女性が活躍して
いる分野での訓練コースの設定や子育て中の女性が
受講しやすい託児サービス付きの訓練コースや短時
間の訓練コースによる支援を実施している。
　さらに，労働者の主体的な職業能力の開発及び向
上を促進し，再就職時の職業能力に基づいた評価に
も資するよう，業界共通の職業能力評価の物差しと
なる技能検定をはじめ，企業・労働者双方に活用さ
れる職業能力評価制度の整備を推進した。

１　男女雇用機会均等の更なる推進
　厚生労働省では，労働者が性別により差別される
ことなく，また，働く女性がその能力を十分に発揮
できる雇用環境を整備するため，男女雇用機会均等
法に沿った男女均等取扱いがされるよう周知徹底を
行うとともに，性別による差別的な取扱いや妊娠，
出産等を理由とする不利益取扱い等，男女雇用機会
均等法に違反する事業主に対しては，是正指導を
行った。さらに，事業主と労働者の間に紛争が生じ
た場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助
を行っている。

２　男女間の賃金格差の解消
　厚生労働省では，労働基準法（昭和22年法律第
49号）第４条や男女雇用機会均等法の履行確保を
図るほか，女性活躍推進法に基づく行動計画の策定，

第２節
雇用の分野における男女の
均等な機会と待遇の確保対
策の推進
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情報公表，女性活躍推進に関する状況が優良な事業
主に対する「えるぼし」及び「プラチナえるぼし」
（令和２（2020）年６月１日施行）認定等の取組
の促進を通じて，女性の継続就業年数の長期化や管
理職の女性割合の増加を図ることで，男女間賃金格
差の是正に向けて取り組んでいる。

３　�女性に対する各種ハラスメントの
防止

　厚生労働省では，「事業主が職場における優越的
な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇
用管理上講ずべき措置についての指針」（令和２年
厚生労働省告示第５号。以下「パワハラ指針」とい
う。），「事業主が職場における性的な言動に起因す
る問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての
指針」（平成18年厚生労働省告示第615号。以下「セ
クハラ指針」という。），「事業主が職場における妊娠，
出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管
理上講ずべき措置についての指針」（平成28年厚生
労働省告示第312号）及び「育児休業等に関するハ
ラスメント指針」等の内容も含め周知啓発を行うと
ともに，事業主に対し，パワーハラスメント対策，
セクシュアルハラスメント対策，妊娠，出産，育児
休業等に関するハラスメント対策及び事後の適切な
対応等について指導を行っている。また，労働者及
び事業主等からの相談に対しては，適切に対応して
いる。
　加えて，都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
において，パワーハラスメント，セクシュアルハラ
スメント，妊娠，出産，育児休業等に関するハラス
メント等職場におけるハラスメントの未然防止に向
け一体的に施策を推進している。また，12月を「職
場のハラスメント撲滅月間」と定め，集中的広報等
を実施した。
　以上の取組に加えて，職場におけるハラスメント
防止対策を強化するため，セクシュアルハラスメン
ト，妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
等に関して相談をしたこと等を理由とする不利益な
取扱いの禁止などを盛り込んだ改正男女雇用機会均
等法等の内容について周知・啓発を行うなど，誰も
が働きやすい職場づくりを進めるための対策を進め
ている。

　内閣府及び厚生労働省では，女性の活躍推進に向
けて国や地方公共団体・企業等が行う取組を促進し
ている（第２章第４節参照）。
　厚生労働省では，ポジティブ・アクションが正し
く理解され，企業における積極的な取組が図られる
よう，女性活躍推進法に基づく取組を行う事業主に
対する支援を行っている。
　経済産業省では，「なでしこ銘柄」等の選定や，
ダイバーシティ経営の普及啓発を行っている（第２
章第４節参照）。
　国土交通省では，トラック運送業における働きや
すい職場環境の整備に向けて，引き続き，「ホワイ
ト物流」推進運動セミナーの開催等を通して「ホワ
イト物流」推進運動の拡大・深度化を図るなど，荷
主と物流事業者等が一体となった取引環境の適正化
を進めるとともに，中継輸送の普及・実用化に向け
た周知等を実施した。また，引き続きトラガール促
進プロジェクトサイト等を活用して，女性が働きや
すい職場環境の整備に向けた経営者の啓発等に取り
組んだ。
　タクシー事業においては，女性ドライバーの採用
に向けた取組や，子育て中の女性が働き続けること
のできる環境整備を行っている事業者の支援・PR
をすることにより，女性の新規就労・定着を図るべ
く，平成28（2016）年に創設した「女性ドライバー
応援企業」認定制度に基づく認定を行っており，令
和２（2020）年度末時点で732事業者を認定して
いる。
　自動車整備事業においては，運輸支局長等による
高校訪問や経営者向け人材確保セミナー等にて，女
性活躍促進に向けた環境整備について取りまとめた
「自動車整備業における女性が働きやすい環境づく
りのためのガイドライン」の周知を行った。
　建設産業においては，「女性の定着促進に向けた
建設産業行動計画」（令和２年１月策定）を踏まえて，
各地域における女性定着のためのアクションプログ
ラム策定の検討や建設産業女性定着支援ネットワー
クの全国大会などを行った。
　女性を含む造船業を目指す若者の拡大を図るた

第３節
ポジティブ・アクションの
推進等による男女間格差の
是正
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め，地域の造船企業と連携する等，造船専門教育の
充実を図っている。さらに，女性を含めた新人船員
の定着を図るため，船員の働き方改革の推進を図る
ための「海事産業の基盤強化のための海上運送法等
の一部を改正する法律案」を第204回国会（令和３
（2021）年）に提出した。
　国立女性教育会館では，企業のダイバーシティ（女
性の活躍促進）の推進者，管理職等を対象に，企業
における女性活躍の取組事例等を紹介する「企業を
成長に導く女性活躍促進セミナー」を実施した。

１　�同一労働同一賃金に向けた均等・
均衡待遇の取組や正社員への転換
に向けた取組の推進

　厚生労働省では，非正規雇用対策については，平
成28（2016）年１月に策定した「正社員転換・待
遇改善実現プラン」等に基づいた取組を進めてきた。
　また，パートタイム・有期雇用労働法及び改正労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律が令和２（2020）年４月から
施行された（パートタイム・有期雇用労働法の中小
企業の適用は令和３（2021）年４月１日）。
　雇用形態に関わらない公正な待遇を確保するた
め，パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴
収等により同法の着実な履行確保を図った。また，
事業主が何から着手すべきかを解説する「パートタ
イム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」や，
各種手当・福利厚生・教育訓練・賞与・基本給につ
いて，具体例を付しながら不合理な待遇差解消のた
めの点検・検討手順を詳細に示した「不合理な待遇
差解消のための点検・検討マニュアル」等を活用し，
周知を行った。さらに，パートタイム・有期雇用労
働者の均等・均衡待遇の確保に向けた事業主の取組
を支援するために，事業主に対する職務分析・職務
評価の導入支援・普及促進等を行った。
　加えて，企業における非正規雇用労働者の待遇改
善等を支援するため，平成30（2018）年度より47
都道府県に設置している「働き方改革推進支援セン
ター」において，労務管理の専門家による個別相談

やセミナー等を実施した。なお，令和２（2020）
年度からは，新型コロナの拡大を受け，オンライン
での個別相談やセミナーも実施した。

２　�公正な処遇が図られた多様な働き
方の普及・促進

　厚生労働省では，職務，勤務地，労働時間を限定
した「多様な正社員」制度の普及・拡大を図るため，
雇用管理上の留意事項や企業の取組事例について，
オンラインセミナーの開催や専用サイトへの掲載に
より周知を行った。
　また，被用者保険の適用拡大を円滑に進める観点
から，短時間労働者本人の希望を踏まえて労働時間
の延長等を行う事業主に対する支援を実施した。
　有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件
や，育児休業・介護休業等に関するハラスメントの
防止措置について周知徹底を図るとともに，指導等
により，同法の着実な履行確保を図っている。また，
有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の
緩和等を内容とする改正法案を第204回国会（令和
３（2021）年）に提出した（第２章第２節参照）。
　国の行政機関で働く非常勤職員の給与について
は，平成29（2017）年５月に，平成30（2018）
年度以降，特別給（期末手当／勤勉手当）に相当す
る給与の支給を開始すること等を各府省等間で申し
合わせたが，当該申合せに沿って各府省において取
組を行った結果，着実に処遇改善が進んできている。
　総務省では，地方公共団体の臨時・非常勤職員の
適正な任用・勤務条件を確保するための改正法（地
方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律
（平成29年法律第29号））の施行（令和２（2020）
年４月１日）により，各地方公共団体で導入された
会計年度任用職員制度について，制度導入後の運用
の実態を把握し，必要な助言，情報提供を行っている。

１　再就職等に向けた支援
　厚生労働省では，子育て中の女性等に対して再就
職支援を行うマザーズハローワーク及びマザーズ
コーナーにおいて，担当者制によるきめ細かな職業

第４節 非正規雇用労働者の処遇改
善，正社員への転換の支援

第５節 再就職，起業，自営業等に
おける支援
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相談・職業紹介，仕事と子育てが両立しやすい求人
の確保，保育所情報等の提供，再就職に資する各種
セミナー等を実施している。また，「仕事と育児カ
ムバック支援サイト」による再就職セミナーやイベ
ントなどの情報提供を行うとともに，子育て等によ
り退職した者を再雇用した企業を助成金により，支
援した。
　さらに，公的職業訓練において，再就職に向けた
介護分野や医療事務分野等，多くの女性が活躍して
いる分野での訓練コースの設定や子育て中の女性が
受講しやすい託児サービス付きの訓練コースや短時
間の訓練コースによる支援を実施している。
　文部科学省では，多様な年代の女性の社会参画を
推進するため，関係機関との連携の下，キャリアアッ
プやキャリアチェンジ等に向けた意識醸成や相談体
制の充実を含め，学習プログラムの開発等，女性の
多様なチャレンジを総合的に支援するモデルの開発
や，普及啓発を行っている。

２　起業に向けた支援
　経済産業省では，株式会社日本政策金融公庫を通
じ，女性等を対象とする低利融資制度（女性，若者／
シニア起業家支援資金）を実施している。また，無担
保・無保証人で融資を受けられる新創業融資制度等
により，起業・創業の支援を行っている。
　また，女性の起業を後押しするため，全国各地の
金融機関や産業・創業支援機関，女性に対するキャ
リア相談を行う民間事業者・NPO・各省関係者・
自治体をメンバーとした「わたしの起業応援団」を
設立した。また，支援者の育成のための研修等も実
施している。

３　自営業等における就業環境の整備
　厚生労働省では，家内労働者の労働条件の向上と
生活の安定を図るため，委託者及び家内労働者等に
対し，家内労働手帳の交付の徹底，工賃支払いの確
保，最低工賃の決定・周知，安全衛生の確保等の対
策を推進している。

１　�地域における政策・方針決定過程
への女性の参画拡大

　地域の特定の活動が片方の性に偏るなど，性別や
年齢等により役割を固定化することのないよう，地
域における多様な政策・方針決定過程への女性の参
画拡大を図るとともに，地域活動に男女共同参画の
視点が反映されることが必要である。
　内閣府では，地域に根差した組織・団体における
政策・方針決定過程への女性の参画拡大を働きかけ
るとともに，地域における様々な課題について，男
女共同参画の視点を取り入れつつ，多様な主体が連
携・協働しながら，課題解決のための実践的な活動

が行われるよう支援するため，アドバイザーの派遣
を行った。
　文化庁では，男女共に多様な年齢層の参画が促進
されるよう配慮しながら，文化の伝承等地域の文化
活動の振興を図った。

２　�男女共同参画の視点に立った地域
活動の推進

　厚生労働省では，「全国ボランティア・市民活動
振興センター」への支援や，地域住民相互の支え合
いによる共助の取組への支援（地域における生活困
窮者支援等のための共助の基盤づくり事業），労働
者の地域活動，ボランティア活動等への参加を可能
とする特別な休暇制度の普及促進（特に配慮を必要
とする労働者に対する休暇制度の普及等事業）を実
施している。

第５章 地域・農山漁村，環境分野に
おける男女共同参画の推進

第１節 地域活動における男女共同
参画の推進
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　国立女性教育会館では，地域における男女共同参
画社会の実現を目指し，女性関連施設の管理職，地
方公共団体職員及び女性団体のリーダーを対象に，
男女共同参画の視点を持った地域づくりや，地域の
男女共同参画を積極的に推進するリーダーとして必
要な専門知識，マネジメント能力，ネットワークの
活用等について学ぶ，「地域における男女共同参画
推進リーダー研修〈女性関連施設・地方自治体・団
体〉」を実施した。自治体の防災・危機管理担当部署，
男女共同参画担当部署，福祉担当部署の管理職・職
員，地域防災計画委員など，地域の災害対応におい
て中心的な役割を担う自治体職員等を対象に，防災
における男女共同参画視点の意義と対策方法につい
ての具体的な情報提供を行う「男女共同参画の視点
による災害対応研修」を実施した。
　また，女性関連施設の相談員を対象に，女性に対
する暴力等の課題解決に必要な知識の習得・相談技
能の向上等を目指す「女性関連施設相談員研修」を
実施した。
　さらに，行政，女性団体，NPO，大学・企業等
の担当者が組織・分野を越えて，連携・協働して男
女共同参画を推進するためのネットワーク形成の機
会を提供する「男女共同参画推進フォーラム」を実
施した。男女共同参画を推進する人材育成を図るた
め，地域の行政，センター等での事業の企画・運営
に携わる職員を対象に「地域における男女共同参画
推進のための事業企画研修」を実施した。その他，
女性関連施設の機能の充実・強化を図るための調査
研究等の成果の普及を図った。

　内閣府では，女性活躍推進法に基づき，地域にお
ける女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため，
地域女性活躍推進交付金により，同法に基づく協議
会を始めとする多様な主体による都道府県・市町村
推進計画の取組実施を加速する支援や，様々な課題・
困難を抱える女性に寄り添いながら就労等につなげ
る支援等，関係団体と連携して地域の実情に応じて
地方自治体が行う取組への支援を行った。さらに，
令和３（2021）年３月16日に開催された「新型コ
ロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊

急対策関係閣僚会議」において決定した「非正規雇
用労働者等に対する緊急支援策」の中で，孤独・孤
立で不安を抱える女性が社会との絆やつながりを回
復することができるよう，地方公共団体が，NPO
などの知見を活用して，きめの細かい，寄り添った
相談支援などを充実させるためのメニューを「地域
女性活躍推進交付金」に新設することとした。また，
地域の特性を踏まえた主体的な取組を推進するた
め，地方公共団体に同法に基づく推進計画を市町村
が策定する際には，都道府県と市町村の適切な連携
が有効であることを周知し，男女共同参画計画等の
改定のタイミングに合わせた策定を支援している。
　消費者庁では，地方公共団体に対し，消費生活相
談員の雇止めの見直しを含む処遇改善を働きかける
ほか，登録試験機関が行う消費生活相談員資格試験
の適切な運用及び平成31（2019）年４月に施行さ
れた指定消費生活相談員制度の適切な実施により消
費生活相談員がその専門的知識，技術，経験に鑑み
た任用及び処遇となるよう，引き続き，地方公共団
体の長等への働きかけを行うとともに，地方消費者
行政強化交付金を通じて地方公共団体の消費生活相
談員の処遇改善に係る取組を支援した。

　農林水産省では，「食料・農業・農村基本計画」（令
和２年３月閣議決定）を踏まえて，農業・農村にお
いて重要な役割を果たしている女性農業者等の声を
地域農業に関する方針等に反映させるため，人・農
地プランを検討する場への女性農業者の参画を義務
付けた。また，農業委員会等に関する法律（昭和
26年法律第88号）及び農業協同組合法（昭和22年
法律第132号）に基づき，農業委員会の委員，農業
協同組合の役員について，年齢及び性別に著しい偏
りが生じないように配慮しなければならないことも
踏まえ，委員・役員の任命・選出に当たっては，男
女共同参画の視点に配慮するよう，農業委員会や農
協関係団体等に対し女性の登用促進に向けた働きか
けを行うとともに，女性農業委員の資質向上のため
の研修の取組を支援した。
　さらに，女性農業者が，その能力を最大限に発揮

第２節 地方創生における女性の活
躍推進

第３節
農山漁村における政策・方
針決定過程への女性の参画
拡大
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し，農業経営や６次産業化を展開することができる
環境を整備するため，経営体向け補助事業について
女性農業者等による積極的な活用を促進するほか，
農業地域のリーダーとなり得る女性農業者を育成す
るため，リーダーシップ能力の向上のための研修等
を実施した。
　そのほか，女性林業者等を対象に実施する交流会
や研修会，優良活動事例等の情報提供，起業活動の
ためのネットワーク構築等に対する支援や女性林業
者の活躍促進のための課題解決に向けた取組を行
い，山村地域における女性の活躍を推進した。
　加えて，漁村女性や女性漁業者が中心となって取
り組む特産品の加工開発，直売所の経営等の実践活
動やその成果報告会の開催等に対し支援を行い，漁
村地域における女性の活躍を推進した。

　農林水産省では，女性農業者の知恵と民間企業の
技術，ノウハウ，アイデア等を結び付け，新たな商
品やサービスの開発等を行う「農業女子プロジェク
ト」等を通じた女性農業経営者の取組の発信や地域
ネットワークを強化した。また，農業経営において，
福利厚生面の充実にもつながる法人化を進めるとと
もに，農業におけるワーク・ライフ・バランスの実
現に向け，家族経営協定の締結の促進や，女性農業
者が働きやすい環境の整備を推進した。加えて，女
性農業者の託児や農作業代替を地域で一体的にサ
ポートするネットワークの構築を支援した。
　また，農林水産業・農山漁村の発展に向け，女性
の役割を正しく認識し，適正な評価への気運を高め，
女性の能力の一層の活用を促進することを目的とし
て，「農山漁村女性の日」を中心とした関係団体によ
る記念行事の開催，地域における女性の優良な取組
や女性登用に積極的な組織の表彰への支援等，男女
共同参画社会の形成に向けた普及啓発等を推進した。
　さらに，漁業・水産業の現場で活躍する女性が
日々の生活や仕事の中で培った知恵を，様々な企業
のニーズと結び付け，新しい商品やサービス，情報
を社会に広く発信する「海の宝！水産女子の元気プ
ロジェクト」の取組を推進した。

　環境省は，令和３（2021）年２月８日付けで中
央環境審議会の委員の任命を行い，委員30名中15
名を女性委員とし，女性比率が50％となった。また，
二国間クレジット制度（JCM）設備補助事業の立案・
実施・稼働の段階において，ジェンダー平等を実現
するために求められる行動に関するガイドラインを
令和２（2020）年４月13日に公表し，代表事業者
及び共同事業者を始めとする関係者に取組を促した。
　文部科学省では，平成27（2015）年の持続可能
な開発目標（SDGs）の策定及び令和２（2020）
年に開始した持続可能な開発のための教育（ESD）
に関する新しい国際的な実施枠組みである「持続可
能な開発のための教育：SDGs実現に向けて（ESD�
for� 2030）」等を踏まえ，ジェンダー平等や女性の
エンパワーメントを含む普遍的原則の必要性等を十
分考慮しながらESDを推進している。
　ESDの推進拠点として位置付けているユネスコ
スクール（ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念
を実現するため，ユネスコが認定する平和や国際的
な連携を実践する学校）で生まれたESDの実践に
関する優良事例を，令和２（2020）年の全国大会
において共有したほか，「SDGs達成の担い手育成
（ESD）推進事業」を実施し，SDGsの実現の担い
手を育むカリキュラム開発，教員の能力向上，評価
手法の開発等に取り組む大学，教育委員会及びNGO
等を支援している。

第４節
農山漁村における女性が働
きやすい環境の整備，意識
と行動の変革

第５節 男女共同参画の視点に立っ
た環境問題への取組の推進
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　「第５期科学技術基本計画」（平成28年１月閣議
決定）に基づき，計画に掲げられた女性研究者の新
規採用割合に関する目標値（自然科学系全体で
30％）の達成に向けた取組を産学官の総力を結集
して推進している。また，研究等とライフイベント
の両立を図るための支援や環境整備，女性リーダー
の育成・登用，次代を担う女性及びその保護者への
科学技術系の進路に対する興味関心の醸成等の取組
を促進している。

　文部科学省では，出産・育児等のライフイベント
と研究との両立や女性研究者の研究力の向上を通じ
たリーダーの育成を一体的に推進するダイバーシ
ティ実現に向けた大学等の取組を支援する「ダイ
バーシティ研究環境実現イニシアティブ事業」を実
施している。令和２（2020）年度においては，「特
性対応型」を新設し，分野や機関の研究特性や課題
等に対応し研究効率の向上を図りつつ，女性研究者
の活躍を促進する取組を支援した。
　また，独立行政法人日本学術振興会の「特別研究
員（RPD）事業」においては，博士の学位取得者
で優れた研究能力を有する者が，出産・育児による
研究中断後，円滑に研究現場に復帰して大学等の研
究機関で研究に専念し，研究者としての能力を向上
できるよう支援している。
　さらに，「研究力強化・若手研究者支援総合パッ
ケージ」（令和２年１月総合科学技術・イノベーショ
ン会議決定）に基づき，文部科学省において女性研
究者の研究環境整備や研究力向上に取り組む機関の
連携を図り，他機関への普及・展開を行う全国ネッ
トワークの構築，海外事例の調査分析等を踏まえた

支援方策の検討や，女性教員比率等ダイバーシティ
環境情勢の状況に応じた国立大学の運営費交付金の
配分を行っている。加えて，内閣府子ども・子育て
本部，文部科学省，経済産業省，厚生労働省におい
て，子育て中の研究者の多様な保育ニーズに対応で
きる学内保育施設やサポート制度等の充実を促進し
ている。

　内閣府では，ウェブサイト「理工チャレンジ（リ
コチャレ）～女子中高校生・女子学生の理工系分野
への選択～」において，理工系分野での女性の活躍
を推進する産学官からなる「リコチャレ応援団体」
の取組やイベント，理工系分野で活躍する女性から
のメッセージなどを情報提供している。また，令和
２（2020）年８月にオンラインシンポジウム「進
路で人生どう変わる？理系で広がる私の未来
2020」を理工チャレンジウェブサイト上に掲載し，
全国の女子中高生とその保護者・教員へ向けて，理
工系で活躍する多様なロールモデルからのメッセー
ジを配信した。また，女子児童・生徒等の理工系分
野への進路選択を促進するために必要な調査研究や
情報提供を行っている。
　国立研究開発法人科学技術振興機構では，女子中
高生の理系分野への興味・関心を高め，適切な理系
進路の選択を可能にするため，大学や民間企業等の
女性研究者・技術者を始めとした科学技術分野を背
景に持った社会人や理系分野で学ぶ大学生等と女子
中高生の交流機会の提供や，実験教室・出前授業の
実施等，地域や企業等と連携した取組などを実施す
る大学等に支援を行う「女子中高生の理系進路選択
支援プログラム」を実施した。

第６章 科学技術・学術における
男女共同参画の推進

第１節 科学技術・学術分野におけ
る女性の参画拡大

第２節 女性研究者・技術者が働き
続けやすい研究環境の整備

第３節
女子学生・生徒の理工系分
野の選択促進及び理工系人
材の育成
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１　�包括的な健康支援のための体制の
構築

　内閣府では，女性応援ポータルサイトを活用し，
女性の健康に関する広報活動による普及啓発を行っ
ている。
　厚生労働省では，毎年３月１日から同月８日まで
の「女性の健康週間」を活用し，国及び地方公共団
体，関連団体等社会全体が一体となって，各種の啓
発活動等を展開するとともに，地方公共団体が同週
間に実施している取組を集約し，ホームページで公
表し，女性の健康づくりを推進している。
　乳がん及び子宮頸がんについては，科学的根拠に
基づくがん検診の推進を通じて，早期発見や死亡率
の減少に努めることとし，個別の受診勧奨・再勧奨
やクーポン券等の配布とともに，精密検査未受診者
に対する受診再勧奨を進める「新たなステージに
入ったがん検診の総合支援事業」を実施し，女性特
有のがん検診の更なる受診率向上に取り組んだ。
　また，厚生科学研究費補助金において，女性の健
康支援に関する情報提供サイト「ヘルスケアラボ」
の運営，女性の健康を支援する立場にある専門職の
育成に広く活用されるための教本の作成等，女性の
健康の包括的支援に向けた研究を推進している。

２　ライフステージ別の取組の推進
　内閣府では，女性応援ポータルサイトを活用し，
個人が妊娠，出産等についての希望を実現すること
ができるよう，個々のライフデザインやキャリアの
形成に関する普及啓発を行っている。
　文部科学省では，学校において，健康診断や体育・
保健体育の教科を中心として健康教育を実施すると
ともに，児童生徒の現代的な健康課題に対応するた
めの体制づくりを推進している。

　性に関する指導については，学習指導要領にのっ
とり，児童生徒の発達段階を踏まえるとともに，保
護者や地域の理解を得ながら学校全体で共通理解を
図って行うよう，学校関係者等に対し周知徹底を
図っている。
　厚生労働省では，HIV陽性者等で構成される
NGO等の予防啓発活動等を支援するとともに，早
期にHIV感染を発見し，治療につなげることができ
るよう，利用者の利便性に配慮した検査・相談を実
施している。
　また，「後天性免疫不全症候群に関する特定感染
症予防指針（エイズ予防指針）」（平成30年厚生労
働省告示第９号）に基づき，効果的な普及啓発や検
査・相談体制の充実・拡大，医療の提供等，エイズ
患者やHIV感染者の人権や社会的背景に配慮しつ
つ，国，地方公共団体，医療関係者やNGO等が連
携して予防と医療に係る総合的施策を展開している。
　さらに，「性感染症に関する特定感染症予防指針」
（平成12年厚生省告示第15号）に基づく対策の推
進を図っている。
　職場における健康管理については，「職場の健康
診断実施強化月間」（９月）等を通じて労働安全衛
生法（昭和47年法律第57号）に基づく健康診断の
受診及び受診後の措置の徹底を図っている。
　また，労働安全衛生法に基づくストレスチェック
（平成27年12月創設）の実施とその結果に基づく
面接指導の実施等の適切な履行確保を図っている。

３　�健康を脅かす問題についての対策
の推進

　政府では，「第五次薬物乱用防止五か年戦略」（平
成30年８月薬物乱用対策推進会議決定）に基づき，
関係省庁が連携を密にして，薬物乱用の根絶に向け
た取組の一層の推進を図っている。
　警察では，関係機関との連携による水際対策の強
化，薬物密輸・密売組織の実態解明及びその壊滅に
向けた取締り等により薬物の供給の遮断を図るとと

第７章 生涯を通じた女性の健康支援

第１節 生涯にわたる男女の健康の
包括的な支援
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もに，規制薬物等の乱用者の徹底検挙や広報啓発活
動等を通じて需要の根絶を図っている。
　また，薬物を乱用している少年の早期発見，補導
及び検挙に努めるほか，薬物乱用防止教室の開催や
薬物の危険性・有害性に関する広報啓発活動の実施
等，少年の薬物乱用防止対策を推進している。
　文部科学省では，学校における薬物乱用防止教育
の充実を図るため，すべての中学校及び高等学校に
おいて，年に１回は薬物乱用防止教室を開催すると
ともに，地域の実情に応じて小学校においても薬物
乱用防止教室の開催に努めるよう周知徹底を図って
いる。
　また，大学生等を対象とした薬物乱用防止のため
のパンフレットの作成・周知等を通じて，薬物乱用
防止に関する啓発の強化を図っている。
　さらに，喫煙，飲酒，薬物乱用などの問題につい
て総合的に解説した啓発教材（小・中・高校生用）
の作成等を行っている。
　加えて，各地域において社会教育施設等を活用し
た児童生徒，学生，保護者，地域住民向けの依存症
予防に関する啓発を行う「依存症予防教室」等の取
組の支援を行った。
　厚生労働省では，「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等
の国民的啓発運動の実施や，啓発資材の配布等を通
じて，覚醒剤・大麻・危険ドラッグ等の危険性・有
害性に関する正確な知識を普及させるとともに，再
乱用防止の取組を推進し，薬物乱用防止対策の充実
を図っている。
　そのほか，指定薬物の迅速な指定等により，危険
ドラッグの監視・取締りを実施するほか，指定薬物
等による健康被害が起きないよう，国，都道府県等
の関係機関が連携して，指定薬物等の流通等の監視，
健康被害等に係る情報収集，及び国民に対する情報
提供を積極的に実施している。
　加えて，受動喫煙対策を徹底するため，平成30
（2018）年７月に健康増進法の一部を改正する法
律（平成30年法律第78号）が成立し，令和２（2020）
年４月より全面施行された。同法に基づく対策を着
実に実施するとともに，各種支援策の推進，普及啓
発の促進も含め，総合的かつ実効的な取組を進めて
いる。
　また，都道府県等の実施する，若年女性に対する
自主的な禁煙の試みを支援するための取組や，食生

活の改善を継続的に進められる環境整備等糖尿病の
発症予防に資する取組等を支援している。

　厚生労働省では，地域において安心して産み育て
ることができるよう，リスクの高い妊産婦や新生児
等に高度な医療を提供する総合周産期母子医療セン
ター等に対する財政支援を行うほか，分娩施設が少
ない地域において，新規に分娩施設を開設する場合
などの施設・設備整備や，産科医の不足する地域の
医療機関への産科医の派遣に対する財政支援等を
行った。また，令和２（2020）年度より，令和元
（2019）年度に都道府県が策定した産科・小児科
における医師確保計画に基づいて医師派遣調整等を
行っている。さらに，令和２（2020）年度からは，
妊婦が安心安全に受診できる医療提供体制を整備す
るため，産科及び産婦人科以外の診療科の医師に対
する研修の実施や医師が妊婦の診療について必要な
情報を得られる相談窓口の設置に対する財政支援を
行っている。
　加えて，産科においては，医師と助産師の連携を
推進することとしており，安全・安心な出産ができ
るような体制整備に努めるほか，女性の妊娠，出産
を含めた健康上の問題の重要性について，広く社会
全般の認識が高まるよう，地方公共団体等とも連携
しながら周知徹底を図った。
　さらに，周産期医療の充実のため，「妊娠と薬情
報センター」（国立研究開発法人国立成育医療研究
センター）において，薬が胎児へ与える影響等の最
新のエビデンス（研究成果等）を収集・評価し，そ
の情報に基づいて，これから妊娠を希望している人
や妊婦の方の相談に応じた。また，小児用医薬品の
安全対策の更なる推進を図るため，「小児と薬情報
センター」（国立研究開発法人国立成育医療研究セ
ンター）で収集された小児用医薬品の使用情報や，
その他これまでに得られている情報を整理収集し，
専門家等が参加する検討会で評価の上，必要な情報
提供を行っている。また，妊娠期から子育て期にわ
たるまでの様々なニーズに対してきめ細かな相談支
援を提供する子育て世代包括支援センターの整備を
行い，箇所数を増加するとともに，令和元（2019）

第２節 妊娠・出産等に関する健康
支援

180 第１部　令和２年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策



年12月に公布された母子保健法の一部を改正する
法律（令和元年法律第69号）を踏まえ，地域の実
情に応じて，退院直後の母子に対する心身のケア等
を行う産後ケア事業等を実施し，妊娠期から子育て
期にわたる切れ目のない支援を提供する体制の構築
に向けた取組を推進している。
　また，妊娠や出産，人工妊娠中絶等の悩みを抱え
る方に対して，訪問指導等の母子保健事業を活用し
た相談支援のほか，「女性健康支援センター」等に
おいて相談援助，特定妊婦等に対する産科受診等支
援や若年妊婦等に対するSNSやアウトリーチによ
る相談支援，緊急一時的な居場所の確保等を行って
いる（女性健康支援センター：令和２（2020）年
８月１日時点84か所）。
　さらに，不妊治療の経済的負担の軽減を図るため，
現行の助成制度について所得制限の撤廃や助成額の
増額（１回30万円）等，大幅な拡充を行った。
　人事院では，国家公務員における不妊治療と仕事
の両立の観点から，引き続き民間の状況を注視しつ
つ，不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図っ
ており，令和２（2020）年度は，不妊治療と仕事
の両立に関する実態や職場環境の課題等を把握する
ための職員向けアンケートを実施するとともに，ア
ンケート調査の機会を捉え，不妊治療に関する周知
資料も配付した。
　このほか，男女雇用機会均等法及び育児・介護休
業法について，法の周知や雇用管理上の措置を講ず
るに当たっての取組支援を行っている（第２章第２
節及び第４章第１節参照）。
　また，働く妊産婦の母性を守るため，男女雇用機
会均等法に基づく母性健康管理措置（健康診査の受
診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守
るために必要な措置を講じること）及び労働基準法
の母性保護規定（産前産後休業，危険有害業務の就
業制限等）について，事業主，労働者，医療関係者
等に対し周知徹底を図っている。また，企業や女性
労働者等に対して母性健康管理に関する情報を提供
する支援サイト「妊娠・出産をサポートする女性に
やさしい職場づくりナビ」の運営等を行っている。
　また，令和２（2020）年５月に新型コロナに関
する母性健康管理措置を新設し，その適用について
周知徹底を図った。また同措置として医師等の指導
により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取

得できる有給の休暇制度を設け，当該休暇を取得さ
せた事業主に対する助成を行った。
　さらに，母性健康管理に関して必要な措置を講じ
ないなど男女雇用機会均等法に違反している企業に
対して指導を行うとともに，労働者と事業主の間の
紛争については，都道府県労働局長による紛争解決
の援助及び機会均等調停会議による調停により，紛
争の円滑かつ迅速な解決を図った。
　加えて，事業主が母性健康管理の措置を適切に講
ずることができるように，女性労働者に対して出さ
れた医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるため
の「母性健康管理指導事項連絡カード」について，
利便性向上等のために令和３（2021）年３月に改
正する（適用は令和３（2021）年７月）など，そ
の利用を促進している。

　厚生労働省では，地域医療介護総合確保基金を通
じて，女性医師の復職に関する相談窓口の設置や研
修，院内保育所の運営等の都道府県の取組に対して
財政支援を行った。また，出産や育児等により離職
している女性医師の復職支援のため，女性医師バン
クによる職業あっせん等を実施した。
　さらに，令和２（2020）年度においては，女性
医師等支援で中核的な役割を担う拠点医療機関を各
地域で選定し，復職支援から継続した勤務まで，パッ
ケージとして女性医師支援を行うための経費につい
て財政支援を行い，女性医師が働き続けやすい環境
の充実を図った。
　看護職員について，ナースセンターによる復職支
援を継続して行っているほか，プラチナ・ナース活
用に向けた実態調査を行っている。医療現場におけ
る暴力・ハラスメント対策については，令和元
（2019）年度の研究結果を踏まえ，e-ランニング
教材を作成した。

　文部科学省では，国民一人一人が，日常生活の中
で自然にスポーツに親しむ「スポーツ・イン・ライ

第３節 医療分野における女性の参
画拡大

第４節 スポーツ分野における男女
共同参画の推進
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フ」という姿の実現のため，関係省庁，地方自治体，
スポーツ団体，経済団体，企業等で構成するコンソー
シアムを設置し，加盟団体が連携・協同して，性別
や年代，個人の関心や適性等に応じて身近な地域で
スポーツが実施できる環境整備を行うための具体的
取組を実施するとともに，スポーツの実施の習慣化
につながる取組を支援した。
　また，スポーツ団体ガバナンスコード〈中央競技
団体向け〉において，中央競技団体における女性理

事の目標割合を40％以上と設定することを求めて
おり，女性役員候補者への研修の実施などを通じて，
スポーツ団体における女性役員の育成・マッチング
を支援している。
　さらに，女性アスリートの国際競技力向上に向け
て，女性特有の課題に着目した女性アスリートの戦
略的強化に資する調査研究や医・科学サポート，優
れた女性コーチの育成を実施している。

１　�女性に対する暴力を容認しない社
会環境の整備

　男女共同参画推進本部は，毎年11月12日から同
月25日（国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国
際日」）までの２週間，「女性に対する暴力をなくす
運動」を実施している。
　内閣府では，期間中，地方公共団体，女性団体そ
の他の関係団体との連携・協力の下，意識啓発等の
女性に対する暴力に関する取組を一層強化している。
　また，女性に対する暴力の加害者及び被害者にな
ることを防止する観点から，若年層に対する暴力の
効果的な予防啓発を行うため，若年層に対して教育・
啓発の機会を持つ教育機関の教職員，地方公共団体
において予防啓発事業を担当している行政職員，予
防啓発事業を行っている民間団体等を対象として研
修を実施している。

２　相談しやすい体制等の整備
⑴　相談・カウンセリング対策等の充実
　新型コロナの感染拡大に伴い，外出自粛や休業な
どが行われ，生活不安・ストレスにより，配偶者か

らの暴力（DV）の増加や深刻化が懸念されること
から，内閣府では，令和２（2020）年４月から新
たな相談窓口として，「DV相談＋（プラス）11」（以
下「DV相談プラス」という。）を開始した。DV相
談プラスでは，多様なニーズに対応できるよう，毎
日24時間電話相談対応，SNS・メール相談，WEB
面談対応，10の外国語での相談対応を行うととも
に，各地域の民間支援団体とも連携し，必要な場合
には，同行支援なども行うこととしている。
　また，DVと児童虐待が密接に関連するものであ
ることを踏まえ，DV対応と児童虐待対応との連携
強化に向けた取組を推進している。加えて，令和２
（2020）年10月から，最寄りの配偶者暴力相談支
援センター等につながるDV相談ナビに，全国共通
短縮番号「#8008（はれれば）」を導入し，相談窓
口の更なる周知を図っている。また，性犯罪・性暴
力被害者支援のため，令和２（2020）年10月から，
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セ
ンターの全国共通短縮番号「#8891（はやくワン
ストップ）」を導入し，周知を図るとともに，若年
層の性暴力被害者が相談しやすいよう，SNS相談
「Cure�Time（キュアタイム）」を実施している。
　警察では，被害者が相談しやすい環境を整備する
とともに，刑罰法令の的確な運用や関係機関との連
携の推進等女性に対する暴力に対処するための体制

第８章 女性に対するあらゆる暴力
の根絶

第１節 女性に対する暴力の予防と
根絶のための基盤づくり

11� �ＤＶ相談＋（プラス）　0120-279-889（つなぐ　はやく）　https://soudanplus.jp/
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整備を進めている。
　また，都道府県警察の性犯罪被害相談電話につな
がる全国共通番号「#8103（ハートさん）」につい
て国民への更なる周知を図るとともに，性犯罪被害
者を含む犯罪被害者が自ら選んだ精神科医，臨床心
理士等を受診した際の診療料又はカウンセリング料
を公費で負担する制度を運用している。
　法務省の人権擁護機関では，専用相談電話「女性
の人権ホットライン」を設置するとともに，インター
ネット人権相談受付窓口を開設するなどして，夫・
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメント
等女性の人権問題に関する相談体制のより一層の充
実を図っている。令和２（2020）年における「女
性の人権ホットライン」にて相談に応じた件数は
14,324件である。
　日本司法支援センター（以下「法テラス」という。）
では，相談窓口や法制度に関する情報の提供，犯罪
被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介及び
DV・ストーカー・児童虐待の被害者に対する資力
を問わない法律相談援助（平成30（2018）年１月
24日から運用開始）等の犯罪被害者支援業務を
行った。また，経済的に余裕のない者については，
民事裁判等手続を利用する際の弁護士費用等の立替
えを行う民事法律扶助等による支援を行った。その
ほか，国選被害者参加弁護士の候補となる弁護士の
確保や裁判所への指名通知等の業務，被害者参加旅
費等の支給等の支援を行った。
⑵　研修・人材の確保
　内閣府では，地方公共団体の職員，配偶者暴力相
談支援センター，性犯罪・性暴力被害者のためのワ
ンストップ支援センター等を対象とした研修事業を
行っている。令和２（2020）年度においては，オ
ンライン研修教材を開発し，提供した。
　厚生労働省では，婦人相談員の専門性の向上を図
る観点から，国，地方公共団体等が実施する各種研
修を積極的に受講できるよう，婦人相談員の研修派
遣のための旅費や派遣中の代替職員の配置に必要な
経費への補助の創設，研修実施主体の拡大を図って
いる。さらに，婦人相談所一時保護所及び婦人保護
施設において，学習指導員を配置するなどＤＶ被害
者等が同伴する子どもが適切に教育を受けられる体
制整備や心理的ケアの体制強化を図るとともに，ま
た，婦人相談所において，ＤＶ被害者等が同伴する

子どもへの支援の充実を図るため，児童相談所等の
関係機関と連携するコーディネーターを配置している。
　警察では，警察職員に対し，女性の人権擁護の視
点に立った適切な対応等について教育を実施すると
ともに，女性に対するストーカー事案や配偶者から
の暴力事案，性犯罪等の捜査要領等に関する教育を
実施している。
⑶　厳正かつ適切な対処の推進
　法務省の人権擁護機関では，関係機関との連携を
図りながら，迅速・適正な問題解決及びその予防に
努めている。
　出入国在留管理庁では，配偶者からの暴力が重大
な人権侵害であるとの認識の下，被害者である外国
人を認知した場合，関係機関と連携して身体の保護
を確実なものとする一方，被害者の個々の事情を勘
案の上，十分な配慮の下，事案に応じ，在留期間更
新許可，在留資格変更許可又は在留特別許可に係る
判断を行い，被害者の法的地位の安定を図るなど人
道上適切に対応している。
　警察では，被害者等の生命・身体の安全の確保を
最優先に，刑罰法令に抵触する場合には，検挙その
他の適切な措置を講じ，刑罰法令に抵触しない場合
においても，事案に応じて，防犯指導や関係機関の
紹介等の適切な自衛・対応策を教示するとともに，
必要があると認められる場合には相手方に指導する
などして，被害女性への支援を推進している。
　また，ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等
の人身の安全を早急に確保する必要性が認められる
事案に一元的に対処するための体制を，平成26
（2014）年４月までに全国の警察本部に確立し，
組織による的確な対応を徹底している。
⑷　関係機関の連携の促進
　内閣府では，配偶者等からの暴力の被害者に対す
る包括的な支援に向けて，自治体における民間団体
との連携により，令和２（2020）年以降，加害者
プログラムの試行実施を行い，プログラム実施の在
り方と必要な取組を検討している。また，「女性に
対するあらゆる暴力の根絶」について，女性に対す
る暴力に関する専門調査会において関係省庁からの
ヒアリング等を通じて取りまとめた「重点取組事項」
を踏まえ，「すべての女性が輝く社会づくり本部」
において，「重点方針2020」を策定し，関係省庁と
連携しながら関係施策を総合的に推進している。�
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　警察では，各都道府県の被害者支援連絡協議会や
警察署等を単位とした連絡協議会（被害者支援地域
ネットワーク）を設置し，関係機関相互に連携を図っ
ている。令和２（2020）年４月現在，全ての都道
府県警察において，被害者支援連絡協議会及び計
1,173の被害者支援地域ネットワークが設置され，
全ての地域を網羅している。
　また，各都道府県において民間被害者支援団体が，
電話又は面接による相談，裁判所への付添い等を
行っており，警察においては，これらの団体の運営
に関して，関係機関と連携しつつ，必要な指導や助
言等を行っている。
　厚生労働省では，児童福祉法等の一部を改正する
法律（平成28年法律第63号）において新設された
売春防止法（昭和31年法律第118号）第36条の２
に基づき，婦人相談所長に対し，母子生活支援施設
への入所が適当と認められる母子について，都道府
県等への報告等を義務付け，関係機関との連携の強
化を図っている。

３　�女性に対する暴力の被害者に対す
る効果的な支援

　内閣府では，ＤＶ被害者等の支援を行う民間シェ
ルター等の先進的な取組が促進されるよう，官民連
携の下で取組を進める都道府県等に交付金を交付し
た。また，「女性に対する暴力被害者支援のための官
官・官民連携促進ワークショップ事業」において，
女性に対する暴力に関する認識を深め，被害者の置
かれた状況に十分配慮し，関係機関が連携して，適
切な対応をとることができるよう，配偶者暴力相談
支援センター，児童相談所，民間支援機関等を対象
としたオンライン研修教材を開発し，提供した。
　警察では，女性に対する暴力の被害者に対して，
加害者の検挙の有無にかかわらず，事案に応じた必
要な自衛措置等暴力による被害の発生を防止するた
めの措置について指導及び助言を行っている。また，
必要に応じて通信指令システムへの電話番号登録や
ビデオカメラの貸与等被害防止に資する支援を行っ
ている。
　厚生労働省では，「『婦人相談所が行う一時保護の
委託について』の一部改正について」（平成28年3月
31日雇用均等・児童家庭局長通知）を発出し，平成
28（2016）年度から，性暴力・性犯罪被害の女性に

ついても，より適切な支援が可能な民間シェルター
等への一時保護委託を可能とし支援を行っている。

４　�女性に対する暴力の発生を防ぐ環
境づくり

　内閣府では，被害者のニーズに応じた支援のノウ
ハウの蓄積や効果検証，課題の把握等を行う調査研
究を実施した。また，男女間の取り巻く環境の変化
に応じた被害傾向の変化等に対応する施策の検討に
必要な基礎資料を得ることを目的に平成11（1999）
年度から実施している「男女間における暴力に関す
る調査」について，法令改正等を踏まえ，調査項目
を見直した上で，令和２（2020）年度調査を実施
するとともに，配偶者暴力相談支援センターにおけ
る相談件数等について調査を実施し，男女間におけ
る暴力の実態及び被害者等からの相談状況の把握を
行った。
　警察では，「安全・安心まちづくり推進要綱」（令
和２年３月一部改正）に基づき，防犯カメラの整備
を促進するなど，犯罪被害に遭いにくいまちづくり
を積極的に推進している。
　また，パトロールを効果的に推進するとともに，
防犯ボランティア団体，地方公共団体等と連携しつ
つ，防犯教育（学習）の実施，防犯マニュアル等の
作成，地域安全情報の提供，防犯指導，助言等を積
極的に行うほか，女性に対する暴力等の被害者から
の要望に基づき，地域警察官による訪問・連絡活動
を推進している。
　さらに，近年，繁華街等において児童の性に着目
した新たな形態の営業が出現していることから，これ
らの営業について各地域の実態把握に努めるととも
に，各種法令を適用した取締りを実施するほか，稼
働している女子高校生等に対する補導を推進してい
る。加えて，SNSに起因する児童の犯罪被害が増加
していることなどから，サイバー空間における犯罪被
害から児童を守るため，SNS等に起因する児童の犯
罪被害の実態やインターネットの危険性等に関する
広報啓発活動等を推進している。特に，スマートフォ
ン等の普及を踏まえ，関係府省等と連携し，携帯電
話事業者等に対する保護者へのフィルタリング説明
義務等が徹底されるよう周知するほか，入学説明会
等の機会を捉えた保護者に対する啓発活動や児童に
対する情報モラル教育等の取組を推進している。
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　さらに，相談受理等を通じて認知したストーカー
事案及び配偶者からの暴力事案について所要の分析
を行い，その結果を警察庁ホームページ等で公表す
るとともに，若年層のストーカー被害を防止するた
め，高校生，大学生等を対象に，イラスト等を用い
てストーカー被害の態様を説明した教材の作成，ス
トーカー事案に関する情報を発信するためのポータ
ルサイトの作成等の広報啓発を推進している。

１　�関係機関の取組及び連携に関する
基本的事項

　内閣府では，「すべての女性が輝く社会づくり本
部」において，「重点方針2020」を策定し，関係省
庁と連携しながら関係施策を総合的に推進している。
　また，令和３（2021）年３月，女性に対する暴
力に関する専門調査会において，児童福祉法等一部
改正法（令和元年法律第46号）の附則により，検
討を加え，必要な措置を講ずることとされている「通
報の対象となるDVの形態，保護命令の申立てをす
ることができるDV被害者の範囲の拡大」や「DV
加害者の地域社会における更生のための指導及び支
援の在り方」，コロナ下のDV相談件数の増加・深
刻化や婦人保護事業の見直し，児童虐待対応とDV
対応との連携の重要性の高まりなど近時のDV対策
をめぐる動きについて，現状と課題の整理を行った。
　厚生労働省では，若年層を始めとした困難を抱え
た女性が支援に円滑につながるよう，SNSを活用し
た相談体制整備を支援するとともに，婦人保護施設
を退所した者が気軽に立ち寄って悩みを相談できる
集いの場の提供や，見守り支援を行うための生活支
援員の配置，モデル事業として実施してきたDV被
害者等自立生活援助事業の全国展開など，退所後支
援の充実を図っている。
　国土交通省では，被害者の居住の安定確保のため，
地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断による公
営住宅への優先入居や目的外使用を行うことができ
るよう措置している。
　警察では，配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律（平成13年法律第31号）に基

づき，裁判所から保護命令を発した旨の通知を受け
たときは，配偶者暴力相談支援センターと連携し被
害者の安全の確保を図るとともに，被害者に防犯上
の留意事項を教示するなど，事案に応じた必要な措
置を講じている。保護命令違反を認めたときには，
検挙措置を講ずるなど厳正かつ適切に対処している。
　また，被害者支援連絡協議会の下に設置されてい
る性犯罪被害者支援分科会やDV・ストーカー被害
者支援分科会，警察署等を単位とした連絡協議会（被
害者支援地域ネットワーク）等を通じて，関係機関
相互の連携を強化している。

２　相談体制の充実
　新型コロナ感染拡大に伴い，外出自粛や休業など
が行われ，生活不安・ストレスにより，DVの増加
や深刻化が懸念されることから，内閣府では，新た
な相談窓口を開始した。また，DV対応と児童虐待
対応との連携強化に向けた取組を推進するととも
に，相談窓口の周知や配偶者暴力相談支援センター
等に対する研修事業を行っている。
　厚生労働省では，婦人相談所におけるDV等に関
する相談・援助等において，弁護士等による法的な
調整や援助を得る「法的対応機能強化事業」を実施
している。また，平成30（2018）年3月に「婦人
相談所ガイドライン」（平成26年3月雇用均等・児
童家庭局家庭福祉課長通知）を一部改訂し，婦人相
談所における相談においては，関係機関との連携・
調整の上で，必要な他法他施策も活用しながら，支
援が適切に提供されるよう，相談体制等の充実を
図っている。

３　被害者の保護及び自立支援
　内閣府では，DV被害者等の支援を行う民間シェ
ルター等の取組の促進を図るため，民間シェルター
等と連携して先進的な取組を進める都道府県等に交
付金を交付し，被害者のニーズに応じた支援のノウ
ハウの蓄積や効果検証，課題の把握等を行うパイ
ロット事業を実施している。また，「女性に対する
暴力被害者支援のための官官・官民連携促進ワーク
ショップ」において，女性に対する暴力の被害者に
対する中長期的支援等について知見のある専門家や
民間団体の支援者等を講師に迎え，被害者の状況に
即した支援の在り方等について学ぶ機会を提供して

第２節 配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護等の推進
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いる。さらに，配偶者等からの暴力の被害者に対す
る包括的な支援に向けて，これまでの調査研究の結
果を踏まえ，DV加害者プログラムを被害者支援の
ための加害者プログラムと位置づけ，現行法制度の
枠内で実施可能なDV加害者プログラムの在り方や
枠組みの整理を行うとともに，自治体を実施主体と
して，これまでの取組でノウハウを蓄積してきた地
域の民間団体と連携し，試行的にDV加害者プログ
ラムを実施した。
　婦人相談所では，被害者及び同伴する家族の一時
保護を実施するとともに，民間シェルター等に一時
保護を委託している。また，厚生労働省では，婦人
相談所一時保護所及び婦人保護施設においてDV被
害者等の心のケア対策を行う心理療法担当職員や同
伴児童へのケアを行う指導員の配置を促進している
ほか，婦人保護施設入所者の施設退所後の地域生活
への円滑な移行及び自立のため，施設入所者が，施
設付近の住宅において地域生活等を体験するための
支援を実施している。さらに，被保険者等から暴力
等を受けた者（被害者）に係る健康保険制度におけ
る取扱いとして，配偶者に限らず，全ての被扶養者
について，公的機関等が発行する暴力等を理由とし
て保護した旨の証明書を付して申し出た場合に，保
険者が被扶養者から外すことが可能であることにつ
いて，周知を行った。
　警察では，女性に対する暴力の被害者に対して，
加害者の検挙の有無にかかわらず，事案に応じた必
要な自衛措置等暴力による被害の発生を防止するた
めの措置について指導及び助言を行っている。
　また，ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等
の被害者等が相談に訪れた際，事案の危険性や被害
の届出及び警察の執り得る措置を図示しながら分か
りやすく説明する「被害者の意思決定支援手続」等
を実施しているほか，危険性・切迫性の高い被害者
等の安全を確保するため，緊急・一時的に被害者等
を避難させる必要がある場合にホテル等の宿泊施設
への一時避難にかかる費用について，公費負担を行
う措置を講じている。

４　関連する問題への対応
⑴　児童虐待への適切な対応
　DV家庭で育った子どもには，常に緊張を強いら
れ，いつ暴力が始まるか分からない環境に身を置く

ことで，適切な安心感が育たないといった心理的影
響があると指摘されており，児童相談所においても，
配偶者暴力相談支援センターと連携をして，被害者
の子供に対する児童心理司等による精神的ケア等の
支援を行っている。また，令和元（2019）年度の
調査研究においては，DVや児童虐待の関係機関相
互の連携体制の強化を図り，支援の充実に資するこ
とを目的として，適切な連携を図るため，各機関の
連携方法について事例収集，分析等を通じて，
DV・児童虐待を包括的にアセスメントするための
ツール・ガイドラインを作成しており，令和２（2020）
年度は地方自治体に対し，これらの周知を行った。
　内閣府では，「児童虐待防止対策の抜本的強化に
ついて」（平成31年３月児童虐待防止対策に関する
関係閣僚会議決定）を踏まえ，女性に対する暴力を
なくす運動において，児童虐待防止推進月間（11月）
と連携しつつ，予防啓発に加え，DVの特性や子ど
もへの影響を周知する等，国民の意識向上に向けた
啓発活動を推進している。
⑵　交際相手からの暴力への対応
　内閣府では，「男女間における暴力に関する調査」
を実施するとともに，毎年，配偶者暴力相談支援セ
ンターにおける相談件数等について調査を実施し，
交際相手からの暴力を含む男女間における暴力の実
態及び被害者等からの相談状況の把握を行った（第
８章第１節４参照）。また，全国共通ダイヤルの広
報用携帯カードを作成・配布し，相談窓口の周知徹
底を図った。
　警察では，交際相手からの暴力について，被害者
等の生命・身体の安全の確保を最優先に，刑罰法令
に抵触する事案については，検挙その他の措置を講
じ，刑罰法令に抵触しない事案についても，被害者
に対する防犯指導，加害者への指導警告等事案に応
じた措置を講じている。
　婦人相談所では，交際相手からの暴力の被害女性
についても，一時保護を含め，支援の対象としている。

　ストーカー対策に関する関係省庁では，「ストー
カー総合対策」（平成27年３月ストーカー総合対策
関係省庁会議，平成29年４月改訂）に基づく取組

第３節 ストーカー事案への対策の
推進
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の確実な実施を図っている。
　警察では，ストーカー行為等の規制等に関する法
律（平成12年法律第81号）その他の法令を積極的
に適用し，加害者の積極的な検挙を行うなど，ストー
カー事案や配偶者からの暴力事案等の人身の安全を
早急に確保する必要性の認められる事案に一元的に
対処するための体制による迅速かつ的確な組織的対
応を徹底している。また，関係機関と連携し，被害
者等の安全を確保するための措置を行うとともに，
「被害者の意思決定支援手続」の実施や一時避難に
係る宿泊費の公費負担措置等による迅速かつ的確な
対応を徹底している。さらに，警察官が，地域精神
科医等にストーカー加害者への対応方法や，治療・
カウンセリングの必要性について助言を受け，加害
者に受診を勧めるなど，地域精神科医等との連携を
推進している。加えて，被害者が早期に相談するこ
とができるようストーカー対策に係る広報啓発活動
も推進している。
　厚生労働省では，婦人相談所等において，ストー
カー被害者等の支援を実施している。

　政府では，令和２（2020）年４月から，「性犯罪・
性暴力対策強化のための関係府省会議」を開催し，
令和２（2020）年６月11日に「性犯罪・性暴力対
策の強化の方針」を決定した。これに基づき，令和
２（2020）年度から令和４（2022）年度までの３
年間を，性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」と
して，刑事法の在り方の検討はもとより，被害者支
援の充実，加害者対策，教育・啓発の強化等の実効
性ある取組を速やかに進めていくこととしている。

１　性犯罪への厳正な対処等
　法務省では，平成29（2017）年７月に施行された，
強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等並びに強姦
罪等の非親告罪化を内容とする刑法の一部を改正す
る法律（平成29年法律第72号）の附則第９条に基
づき，性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行う

ための刑事法の在り方について検討を加えるため，
「性犯罪に関する刑事法検討会」を開催し，法改正
の要否・当否について幅広く議論を行った。
　内閣府及び文部科学省では，子供を性犯罪・性暴
力の加害者，被害者，傍観者にしないための「生命
（いのち）の安全教育」を推進するため，わかりや
すい教材や啓発資料を共同で作成した。さらに，文
部科学省では，学校側で相談を受ける体制を強化し，
相談を受けた場合の教職員の対応についての研修の
充実を図った。
　また，児童生徒等に対してわいせつ行為に及んだ
教員については原則として懲戒免職とすることや告
発を遺漏なく行うことを徹底するよう，改めて各教
育委員会に指導した。さらに，教員採用権者におけ
るより適切な採用選考に資するよう，過去に児童生
徒等へのわいせつ行為等を原因として懲戒処分等を
受けた教員について，「官報情報検索ツール12」に
おける懲戒免職処分歴等の情報の検索可能な期間を
直近40年間に大幅延長したほか，省令（教育職員
免許法施行規則等）を改正し，失効・取上げ事由で
ある懲戒免職等の具体的事由等を官報公告事項とし
て規定することとした。
　厚生労働省では，性犯罪被害者が抱える心的外傷
後ストレス障害（PTSD）に対して，適切な治療や
ケア等を行うことのできる人材を養成するため，医
師，保健師，精神保健福祉士等の医療従事者等を対
象に，「PTSD対策専門研修」を実施している。
　また，都道府県，指定都市の精神保健福祉センター
において，性犯罪によってPTSD等の精神的な症状
が引き起こされた者に対して，精神保健福祉に関す
る相談支援等を実施している。
　さらに，若年被害女性等に対して，公的機関と民
間支援団体が密接に連携し，アウトリーチによる相
談支援や居場所の確保等を行うモデル事業を実施し
ている。

２　被害者への支援・配慮等
⑴　�ワンストップ支援センターの運営の安定化及び
質の向上

　内閣府では，最寄りの性犯罪・性暴力被害者のた

第４節 性犯罪への対策の推進

12� �文部科学省が平成30（2018）年度から教員採用権者（都道府県・指定都市教育委員会，国立・私立学校の設置者等）に提供している，
官報に公告された教員免許状の失効の事由，失効年月日等の失効情報を検索できるツール。
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めのワンストップ支援センター（以下「ワンストッ
プ支援センター」という。）につながる全国共通短
縮番号「#8891（はやくワンストップ）」を令和２
（2020）年10月に導入し，被害者がより相談しや
すい環境を整えた。また，若年層の性暴力被害者が
相談しやすいよう，SNS相談「Cure� Time�（キュ
アタイム）」を実施している。令和３（2021）年秋
には，夜間休日に対応できるコールセンターを設置
予定であるが，コールセンターの設置に当たっては，
コールセンターとワンストップ支援センターとの円
滑な連携体制を構築し，緊急時に速やかに都道府県
の緊急対応体制と連携することが必要であることか
ら，ワンストップ支援センターの相談体制の整備に
ついて，地方公共団体へ令和２（2020）年12月に
通知した。さらに，ワンストップ支援センターにつ
いて，センターの運営の安定化及び被害者支援機能
の強化が図られるよう，性犯罪・性暴力被害者支援
のための交付金により，24時間対応の推進や支援
員の処遇改善等を含め，各都道府県の実情に応じた
取組を支援し，性犯罪・性暴力被害者支援の更なる
拡充を図っている。
⑵　女性警察官等による支援
　警察では，性犯罪捜査を担当する係への女性警察
官の配置や性犯罪指定捜査員の指定，警察官等を対
象とした研修の充実等，被害者が安心して被害を届
け出ることができる環境づくりに向けた施策を推進
している。
⑶　被害者の心情に配慮した事情聴取等の推進
　内閣府では，令和２（2020）年度は，地方公共
団体の職員等や性犯罪・性暴力被害者の支援を行う
相談員等を対象としたオンライン教材を開発し，提
供した。
　法務省では，刑事手続の運用の在り方に関して，
令和２（2020）年度において，性犯罪被害者の事
情聴取の在り方をその供述の特性や心情等に配慮し
たより一層適切なものとするための検討を警察庁と
行い，令和３（2021）年度から，精神に障害があ
る性犯罪被害者の事情聴取につき，その負担軽減及
び供述の信用性確保の観点から，検察庁及び警察が
連携し，被害者の事情聴取に先立って協議を行い，
代表者が聴取を行う取組を試行することとしたほ
か，被害者の事情聴取の在り方等について，より一
層適切なものとなるような取組を更に検討している。

　警察では，被害女性からの事情聴取等に当たって
は，その精神状態等に十分配慮し，被害者が安心し
て事情聴取等に応じられるよう，被害者の望む性別
の警察官による事情聴取体制を拡大するとともに，
内装や設備等に配慮した事情聴取室や被害者支援用
車両の活用を図っている。
⑷　診断・治療等に関する支援の充実
　内閣府では，性犯罪・性暴力被害者の医療費負担
軽減のため，性犯罪・性暴力被害者支援のための交
付金により，ワンストップ支援センターが行う医療
費支援の補助を行っている。被害者が居住する都道
府県外での被害者等への支援について取扱いが様々
であることが指摘されていることから，急性期の医
療的支援を必要とする被害者が，ワンストップ支援
センターを通じて医療機関を受診した場合には，被
害者の居住地及び被害の発生地に関わらず，医療費
支援の対象として対応するよう地方公共団体へ令和
２（2020）年12月に通知した。
　警察では，性犯罪被害者の緊急避妊，人工妊娠中
絶及び性感染症等の検査に要する費用，初診料，診
断書料等を公費で負担しているほか，関係機関・団
体と連携を図りながら，性犯罪被害者のニーズを十
分考慮した対応に取り組んでいる。また，性犯罪の
被害者が警察へ届け出ずに医療機関を受診した場
合，後に警察に届出をするときには身体等に付着し
た証拠資料が滅失している可能性があることから，
医師等が受診時にこれを採取するための資機材の整
備に係る予算の確保，整備先となる医療機関等の拡
大等に係る取組を推進している。
⑸　被害者等に関する情報の保護
　法務省・検察庁においては，刑事訴訟法（昭和
23年法律第131号）に基づき，裁判所の決定があっ
た場合，被害者の氏名及び住所その他被害者が特定
されることとなる事項を公開の法廷で明らかにしな
い制度や，検察官が，証拠開示の際に，弁護人に対
し，被害者の氏名等がみだりに他人に知られないよ
うにすることを求める制度について，円滑な運用に
取り組んでいる。
⑹　被害者連絡等の推進
　警察は，被害者連絡制度に基づき，被害者等に対
する事件の捜査状況等の情報提供に努め，その精神
的負担の軽減を図っている。
　法務省では，被害者等通知制度により，検察庁，

188 第１部　令和２年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策



刑事施設，地方更生保護委員会及び保護観察所が連
携して，被害者等からの希望に応じて，事件の処理
結果，裁判結果，加害者の刑の執行終了予定時期，
釈放された年月日，刑事裁判確定後の加害者の受刑
中の処遇状況に関する事項，仮釈放審理に関する事
項，保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知し，
その精神的負担の軽減を図っている。
　また，少年審判において保護処分を受けた加害者
についても，少年院，少年鑑別所，地方更生保護委
員会及び保護観察所が連携して，被害者等からの希
望に応じて，少年院在院中の処遇状況に関する事項，
仮退院審理に関する事項，保護観察中の処遇状況に
関する事項等を通知している。
　なお，被害者等の再被害防止を目的として，検察
庁，刑事施設及び地方更生保護委員会等と警察との
間における情報提供に関する制度を整備し，検察庁
において，更に詳細な釈放に関する情報を被害者等
に通知しており，警察においても「再被害防止要綱」
に基づき，再被害防止の徹底を図っている。
　さらに，被害者等の希望に応じて，地方更生保護
委員会が加害者の刑事施設からの仮釈放や少年院か
らの仮退院の審理において被害者等の意見等を聴取
する意見等聴取制度や，保護観察所が保護観察中の
加害者に対して被害者等の心情等を伝達する心情等
伝達制度を実施している。
⑺　専門家の養成，関係者等の連携等
　内閣府では，性犯罪・性暴力被害者が安心して相
談をし，必要な支援を受けられる環境を整備するた
め，地方公共団体の職員や性犯罪被害者等の支援を
行う相談員等を対象とした研修を実施し，先進的な
取組等の好事例を紹介するなどしている。令和２
（2020）年度は，オンライン研修教材を開発し，
提供した。
　警察では，関係機関・団体と連携を図りながら，
性犯罪被害者のニーズを十分考慮した支援に取り組
んでいる。さらに，警察庁において，地方公共団体
等と連携して，性犯罪被害者を含む犯罪被害者等の
支援について，地域における関係機関・団体間の連
携を促進するなどの取組を行っている。

３　加害者に対する対策の推進
　警察では，13歳未満の子供を被害者とした強制
わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者につ

いて法務省から情報提供を受け，各都道府県警察に
おいて，その所在確認を実施しているほか，必要に
応じて当該出所者の同意を得て面談を行うなど，再
犯防止に向けた措置を講じている。
　法務省では，�性犯罪者に対する再犯防止施策の更
なる充実に向け，令和３年（2021）年３月，地方
公共団体に対して出所者情報の提供ができる場合等
を取りまとめた執務資料を作成・配布したほか，刑
事施設及び保護観察所において性犯罪者に実施して
いる専門的プログラムの更なる拡充等の新たな再犯
防止対策について検討を行っている。

４　啓発活動の推進
　警察庁では，犯罪被害者等への支援・配慮がなさ
れるよう，地方公共団体等と協力して，「犯罪被害
者週間」（毎年11月25日から12月１日まで）に合
わせた啓発事業を実施している。令和２（2020）
年度は，警察庁主催の「犯罪被害者週間」中央イベ
ントを東京で開催するとともに，地方公共団体と共
催の地方大会を長崎県及び岐阜県において開催し，
基調講演やパネルディスカッション等を行った。

　政府では，「子供の性被害防止プラン」（児童の性
的搾取等に係る対策の基本計画）（平成29年４月犯
罪対策閣僚会議決定）に基づき，国民各層，民間事
業者及び関係機関・団体と連携することはもとより，
国際社会とも連携を図りつつ，国家公安委員会によ
る総合調整の下，児童ポルノの製造や児童買春を始
めとする子供の性被害の撲滅に向け，国民意識の向
上のみならず，児童，児童の保護者，加害者，犯行
に用いられるツールや場所等のそれぞれに着目した
多角的かつ包括的な対策を総合的に推進している。

１　�子供に対する性的な暴力被害の防
止，相談・支援等

　警察では，従来の検挙活動や防犯活動に加え，性
犯罪等の前兆とみられる声掛け，つきまとい等の段
階で行為者を特定し，検挙又は指導・警告措置を講
じる活動（先制・予防的活動）を推進し，子供や女
性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努めている。

第５節 子供に対する性的な暴力の
根絶に向けた対策の推進
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　また，各種活動を通じて児童虐待事案の早期把握
に努め，児童の生命・身体を保護するとともに，性
的虐待等の被害を受けた少年に対してその特性に配
慮した継続的な支援を行っている。
　文部科学省では，児童虐待の防止のため，学校・
教育委員会において，これまで発出した通知等に基
づき，学校等から児童相談所等への定期的な情報提
供や児童虐待の早期発見・早期対応，通告後の関係
機関との連携等について周知している。
　また，性犯罪被害者を含めて児童生徒等の相談等
に適切に対応できるよう，スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカー等の配置を推進するな
ど，学校における相談体制の充実を支援している。
　厚生労働省では，性的虐待による被害等を受けた
児童に対する相談援助が適切に行われるよう，児童
相談所の相談体制等の充実を支援している。
　また，法務省，警察庁及び厚生労働省においては，
被害児童が繰り返し事情を聞かれることによる二次
被害を防止して心理的負担を軽減するとともに，記
憶の汚染を防止して信用性の高い供述を確保するた
め，検察庁，警察及び児童相談所が連携し，被害児
童の事情聴取に先立って協議を行い，関係機関の代
表者が聴取を行う取組を実施しており，被害児童の
事情聴取の場所・回数・方法等に配慮するなどして
いる。
　法務省の人権擁護機関では，若年層におけるコ
ミュニケーションツールが電話やメール等から
SNSへと変化している状況を踏まえ，令和元
（2019）年度以降，SNS「LINE」を活用した人権
相談体制の整備を進めている。
　少年鑑別所では，「法務少年支援センター」として，
少年や保護者などの個人からの心理相談等に応じて
おり，同センターにおいて，関係機関と連携し，児
童虐待事案等の発見を含め，相談体制の充実に努め
ている。

２　児童ポルノ対策の推進
　警察では，関係機関・団体と緊密な連携を図りな
がら，低年齢児童を狙ったグループによる悪質な事
犯等に対する取締りを強化するほか，国内サイト管
理者等に対する児童ポルノ画像等の削除依頼，被害
児童に対する支援等，総合的な児童ポルノ対策を推
進している。

　また，SNS等に起因する被害を抑止するため，ス
マートフォン等インターネット接続機器へのフィル
タリングの普及促進を図るとともに，関係団体及び
関係事業者に対してサービスの態様等に応じた自主
的な対策の強化を働きかけている。
　内閣府，総務省及び経済産業省では，関係省庁と
連携の下，青少年が安全に安心してインターネット
を利用できるようにするため，フィルタリングの普
及促進やインターネットの適切な利用等に関する啓
発活動等を行っている。

３　児童買春対策の推進
　内閣府では，若年層の女性に対する性的な暴力で
ある，いわゆるアダルトビデオ出演強要問題や「Ｊ
Ｋビジネス」問題等については，平成29（2017）
年５月に策定した「いわゆるアダルトビデオ出演強
要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
等に基づき，アダルトビデオ出演強要やＪＫビジネ
スに関する問題，薬物（レイプドラッグ）等に起因
する問題も含め，問題の根絶に向けて取組を推進し
ている。
　警察では，児童買春・児童ポルノに係る行為等の
規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平
成11年法律第52号）等に基づき，児童買春の取締
りを強化するとともに，被害児童に対する支援のほ
か，SNS上における児童の性被害につながるおそれ
のある不適切な書き込みに対して，広範囲に注意喚
起を行い，被害を未然に防止する広報啓発活動等を
推進している。
　また，児童を組織的に支配し，SNS等を利用して
児童買春の周旋を行う事犯や，児童の性に着目した
形態の営業に従事させる事犯等の悪質性の高い事犯
の実態把握と情報の分析，積極的な取締りや，被害
児童に対する適切な支援等を推進している。
　総務省では，性や暴力に関するインターネット上
の有害な情報から青少年を保護するため，スマート
フォン等のインターネット接続機器へのフィルタリ
ングの普及促進を図っている。

４　広報啓発の推進
　内閣府では，青少年が安全に安心してインター
ネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平
成20年法律第79号）及び「青少年が安全に安心し
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てインターネットを利用できるようにするための施
策に関する基本的な計画（第４次）」（平成30年７
月子ども・若者育成支援推進本部決定。以下「青少
年インターネット環境整備基本計画（第４次）」と
いう。）に基づき，青少年のインターネット利用に
おけるフィルタリングの普及や適切な利用を推進す
るため，関係省庁や民間団体等と連携して，リーフ
レットの公表・配布等により青少年及び保護者等に
対する広報啓発活動を実施している。また，「性犯
罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月性犯罪・
性暴力対策強化のための関係府省会議決定）を踏ま
え，内閣府と文部科学省は，共同で，子供を性暴力
の当事者にしないための「生命（いのち）の安全教
育」調査研究事業を実施し，発達段階に応じた教材
や教職員向けの指導手引き，啓発資料等の作成に向
けた現状調査，分析・検討を行い，報告書及び教材
等を公表した。さらに，入学・進学時期である毎年
４月を「若年層の性暴力被害予防月間」とし，必要
な取組を集中的に実施することとしている。
　警察では，児童ポルノや児童買春に関する情勢の
深刻さや被害の未然防止の必要性等のほか，サイ
バー空間における犯罪被害から児童を守るため，
SNS等に起因する児童の犯罪被害の実態やイン
ターネットの危険性等に関しても広報啓発活動を推
進している。
　総務省では，インターネット，携帯電話等の状況
に照らし，メディア・リテラシーの育成・向上に資
する取組を行っている（第11章第４節参照）。
　経済産業省では，関係者と連携して，セミナーの
開催等を通じ，フィルタリング等に関する情報提供・
普及啓発活動を行っている。
　また，教育委員会の研修等への講師派遣も実施した。

　警察では，関係法令の厳正な運用を行い，取締り
を強化している。関係省庁は，売買春の被害からの女
性の保護，社会復帰支援のための取組を進めている。
　厚生労働省では，売買春からの女性の保護及び社
会復帰支援のため，婦人相談員及び婦人相談所によ

る相談・情報提供並びに婦人保護施設による生活支
援・心理的ケア・自立支援など，婦人保護事業を積
極的に実施している。

　人身取引（性的サービスや労働の強要等）に係る
情勢に適切に対処し，政府一体となって総合的かつ
包括的な人身取引対策に取り組んでいくため，「人
身取引対策行動計画2014」（平成26年12月犯罪対
策閣僚会議決定）に基づき，関係行政機関が緊密な
連携を図りつつ，人身取引の防止・撲滅と被害者の
適切な保護を推進している。また，人身取引議定書
の締約国として，国際社会と連携して人身取引撲滅
及び被害者保護に努めている。
　内閣府では，人身取引対策の啓発用ポスター及び
リーフレットを作成し，地方公共団体，空港・国際
移住機関（IOM），その他海外も含む関係機関に配
布し，人身取引に関する広報・啓発活動を実施して
いる。また，令和２（2020）年４月を「AV出演
強要問題・『JKビジネス』等被害防止月間」とし，
啓発サイトを用いた広報啓発を行うとともに，関係
府省庁と連携し，インターネット，新聞，ポスター
等各種媒体を活用した広報を実施した。さらに，各
都道府県・指定都市に対し，同月間の周知を図ると
ともに，各地域の実情に応じた取組の実施について
協力を依頼する旨の通知を発出する等の取組を実施
した。
　警察では，人身取引事犯の警察等への被害申告を
呼び掛けるリーフレットを作成し，人身取引被害者
等の目に触れやすいところへ配布するとともに，
NGOと意見交換しながら人身取引の実態を分かり
やすく示した資料を作成し，リーフレットの多言語
版とともに警察庁ウェブサイトに掲載している。
　また，警察庁の委託を受けた民間団体が市民から
匿名による人身取引事犯等に関する通報を受け付け
る「匿名通報事業13」を運用している。
　法務省の人権擁護機関では，人権相談等を通じて，
人身取引の疑いのある事案を認知した場合は，人権
侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切な措

第６節 売買春への対策の推進

第７節 人身取引対策の推進

13� �「匿名通報事業」　https://www.tokumei24.jp/
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置を講ずることとしている。
　厚生労働省では，婦人相談所が実施する人身取引
被害女性の保護において，通訳雇上げのほか，人身
取引及びDVに関する専門的な知識を持った通訳者
を養成するための研修を実施するとともに，他の法
律・制度が利用できない場合には，被害女性の医療
に係る支援も行っている。また，通訳・ケースワー
カー（外国人専門生活支援者）の派遣を民間団体等
に依頼し，婦人保護施設に入所する人身取引被害女
性に対する支援の強化を図っている。
　さらに，技能実習生に対する人身取引が疑われる
事案への対応として，労働基準関係法令違反が認め
られた場合に労働基準監督署においてその是正を指
導しているなどのほか，令和３（2021）年２月，
都道府県労働局の人身取引対策担当者により関係行
政機関と必要な連携を行い迅速，的確に対応すると
の取組の強化を図った。
　国立女性教育会館では，独立行政法人国際協力機
構（JICA）からの委託を受けて，人身取引対策に
取り組む機関の機能強化や連携，日本及び各国の人
身取引対策について理解を深めることを目的とした
課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協
力促進」をオンラインで実施した。また，人身取引
に関するパネルやブックレットの貸出を行うととも
に，ホームページにおいて広く情報提供を行ってい
る。

　平成30（2018）年６月に取りまとめた緊急対策（す
べての女性が輝く社会づくり本部決定）に基づき，
政府を挙げてセクシュアルハラスメントの被害の予
防，救済，再発防止に向けた取組を推進している。
　厚生労働省では，職場におけるセクシュアルハラ
スメントについて，男女雇用機会均等法及び「セク
ハラ指針」の周知啓発を図るとともに，法違反があっ
た場合には是正指導を行うなど，その履行確保に取
り組んでいる。また，事業主と労働者の間に紛争が生
じた場合には，円滑かつ迅速な解決が図られるよう援
助を行っている。あわせて，職場におけるハラスメント
の防止対策を促進するため，ハラスメント総合情報ポー
タルサイトの運営やリーフレット等による周知啓発を実施

している。さらに，セクシュアルハラスメントによ
る精神障害の労災補償について引き続き周知すると
ともに労働者からの相談に適切に対応している。
　人事院では，一般職国家公務員について，人事院
規則10-10（セクシュアル・ハラスメントの防止等）
に基づき，セクシュアルハラスメントの防止等の対
策を講じている。令和２（2020）年４月，人事院
規則10-16（パワー・ハラスメントの防止等）の制
定に併せ，人事院規則10-10を改正し，職員の責務
について，これまでの注意義務規定を禁止規定に改
め，同年６月から施行した。また，「国家公務員ハ
ラスメント防止週間」（毎年12月４日から同月10日
まで）を定め，職員の意識啓発等を図る講演会を開
催したほか，セクシュアルハラスメント防止等につ
いての認識を深め，各府省における施策の充実を図
るため，各府省担当者会議を開催するとともに，ハ
ラスメント相談員の育成を目指すセミナーを実施し
た。また，「ハラスメント防止研修」の指導者養成
コースの実施を通じ，各府省におけるセクシュアル
ハラスメント等の防止を図るための研修の実施を支
援している。さらに，幹部・管理職員を対象とした
ハラスメント防止研修の実施により，ハラスメント
を防止する上で身につけておくべき知識等を付与し
ている。
　文部科学省は，教育の場におけるセクシュアルハ
ラスメント防止のための取組等，必要な対策を進め
ている。

１　広報啓発の推進
　内閣府では，青少年がインターネット上に流通す
る性表現や暴力表現等の青少年の健全な成長を阻害
する違法・有害情報を閲覧する機会をできるだけ少
なくするため，青少年インターネット環境整備基本
計画（第４次）等に基づき，関係省庁や民間団体等
と連携して，青少年のインターネットの適切な利用
に関する教育及び啓発活動，フィルタリングの性能
向上及び利用普及，民間団体等の取組の支援等，青
少年のインターネット利用環境整備のための施策を
総合的かつ効果的に推進している。

第８節 セクシュアルハラスメント
防止対策の推進 第９節 メディアにおける性・暴力

表現への対応
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　また，各都道府県の青少年保護育成条例に基づく
規制事項や有害図書類の指定状況等を集約し，内閣
府ホームページへの掲載を通じて，地方公共団体や
関係機関・団体等への情報提供を行うことにより，
地域における有害環境の浄化活動に関する取組を促
進している。
　警察では，児童ポルノや児童買春に関する情勢の
深刻さや被害の未然防止の必要性等のほか，サイ
バー空間における犯罪被害から児童を守るため，
SNS等に起因する児童の犯罪被害の実態やイン
ターネットの危険性等に関しても広報啓発活動を推
進している。そのほか，サイバー防犯ボランティア
活動に関する活動上の具体的留意事項等を整理した
「活動マニュアル」及び「育成カリキュラム」を活
用して，新たなサイバー防犯ボランティアを育成・
支援するとともに，既存の防犯ボランティア団体の
活動を促進させ，犯罪抑止のための教育活動や広報
啓発活動等を推進している。
　総務省では，インターネット，携帯電話等の状況
に照らし，メディア・リテラシーの育成・向上に資
する取組を行っている（第11章第４節参照）。
　文部科学省では，インターネット上のマナーや家
庭でのルール作りの重要性を保護者等に対して周知
するための学習・参加型のシンポジウムの開催や児
童生徒向けの啓発資料の作成・配布等を実施した。
　経済産業省では，青少年が安心してインターネッ

トを利用できるよう，関係者と連携して，青少年の
インターネットの利用環境の変化に対応するための
セミナーを開催した。

２　流通防止対策等の推進
　総務省では，子どもたちのインターネットの安全
な利用に係る普及啓発を目的に，児童・生徒，保護
者・教職員等に対する，学校等の現場での出前講座
（e-ネットキャラバン）を，情報通信分野等の企業・
団体や文部科学省と協力して全国で開催（令和２
（2020）年度は全国1,208箇所で開催）。この中で，
自画撮りに関する予防策等を啓発した。
　警察では，インターネット上に流通する児童ポル
ノやわいせつ図画等の違法情報等を，サイバーパト
ロール等を通じて早期に把握し，検挙等の措置を講
じている。また，サイト管理者等に対する児童ポル
ノ画像等の削除要請を行うほか，警察庁では，ブ
ロッキングについて関係団体等に情報提供等を行う
など民間の自主的な取組を支援している。さらに，
警察庁からの委託により，平成18（2006）年６月
に運用を開始したインターネット・ホットラインセ
ンターでは，一般のインターネット利用者等から，
インターネット上の児童ポルノやわいせつ図画等の
違法情報等に関する通報を受け付け，警察への通報
や，サイト管理者等への削除依頼等を行っている。

１　�就業・生活の安定を通じた自立に
向けた取組

　短時間労働者に対する被用者保険の適用につい
て，適用拡大が短時間労働者の働き方や企業経営に
与える影響を踏まえつつ，令和４（2022）年10月に
100人超規模，令和６（2024）年10月に50人超規

模の企業で働く短時間労働者まで適用範囲を拡大す
ることを盛り込んだ年金制度の機能強化のための国
民年金法等の一部を改正する法律が令和２（2020）
年５月に成立した（第２章第５節参照）。
　厚生労働省では，複合的な課題を抱える生活困窮
者について，第196回国会（平成30（2018）年）
で成立した生活困窮者等の自立を促進するための生
活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平成
30年法律第44号）による改正後の生活困窮者自立
支援法（平成25年法律第105号）に基づき，相談

第９章 貧困，高齢，障害等により困難を抱えた
女性等が安心して暮らせる環境の整備

第１節 貧困等生活上の困難に直面
する女性等への支援
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支援，就労支援，家計改善支援等の実施を着実に推
進し，生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化
に取り組んだ。

２　�ひとり親家庭等の親子が安心して
生活できる環境づくり

　内閣府では，子供の貧困対策が国を挙げて推進さ
れるよう，「子供の貧困対策に関する大綱」（令和元
年11月閣議決定）に基づき，官公民の連携・協働
プロジェクトとして「子供の未来応援国民運動」を
展開している。具体的には，草の根で子供たちに寄
り添った活動を行うNPO等の支援団体と，その活
動を支援する意思と資源を持つ企業等とのマッチン
グの促進，民間資金を活用した「子供の未来応援基
金」によるNPO等の支援団体に対する活動資金の
支援等が挙げられる。本基金については，令和２
（2020）年度末時点で約15億200万円の寄付が寄
せられ，同年７月には，新型コロナ対策を踏まえた
食料の配布やオンライン学習支援などを行う20団
体に対し緊急支援を行うとともに，令和３（2021）
年１月には，申請のあった327団体から96団体を
審査・選定し，同年４月から実施される活動を支援
することが決定された。さらに，令和３（2021）
年３月には，「非正規雇用労働者等に対する緊急支
援策」（令和３（2021）年３月新型コロナに影響を
受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣
僚会議決定）の施策の一つとして，「地域子供の未
来応援交付金」による支援を拡充し，子ども食堂や
学習支援といった子供たちと支援を結びつけるつな
がりの場などをNPO等に委託して整備する地方公
共団体を緊急的に支援することとした。
　厚生労働省では，母子及び父子並びに寡婦福祉法
（昭和39年法律第129号）及び新たな「子供の貧
困対策に関する大綱」に基づき，①子育て・生活支
援，②就業支援，③養育費確保支援，④経済的支援
という４つの柱に沿って，
・�支援を必要とするひとり親家庭が行政の相談窓口
に確実につながるよう，地方公共団体の相談窓口
のワンストップ化の推進

・�放課後児童クラブ等の終了後にひとり親家庭の子
供の生活習慣の習得・学習支援や食事の提供等を
行うことが可能な居場所づくり

・�高等職業訓練促進給付金等による就職に有利な資

格の取得の促進
・�養育費相談支援センターにおける，養育費の取り
決めや面会交流に関する支援

・�児童扶養手当の支給や，母子父子寡婦福祉資金貸
付金の貸付

等，総合的な支援を実施している。
　文部科学省では，誰もが，家庭の経済事情に左右
されることなく，希望する質の高い教育を受けるこ
とができるよう，教育の無償化・負担軽減に向けた
取組を行っている。
　例えば，初等中等教育段階における取組として，
経済的理由により小・中学校への就学が困難と認め
られる学齢児童生徒の保護者に対して，各市町村に
おいて行われる学用品費の支給等の就学援助事業に
対する助成を行い，予算単価の増額など制度の充実
を図っている。
　後期中等教育段階における取組としては，年収目
安910万円未満の世帯の生徒の授業料を支援する
「高等学校等就学支援金」等の制度改正により，私
立高等学校等に通う年収目安590万円未満の世帯の
生徒を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化
を実現した。
　また，低所得世帯（生活保護受給世帯・住民税非
課税世帯）を対象に授業料以外の教育費を支援する
「高校生等奨学給付金」については，給付額の増額
や，家計急変支援の実施等の充実を図った。
　このほか，新たに「高校等専攻科の生徒への修学
支援」を創設した。
　また，高等教育段階における取組として，「大学
等における修学の支援に関する法律」（令和元年法
律第８号）に基づき，令和２（2020）年４月から，
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等を
対象として，大学，短期大学，高等専門学校，専門
学校における授業料等減免制度の創設及び給付型奨
学金の支給を拡充した。また，平成29（2017）年
度に希望者全員に対する貸与を実現した無利子奨学
金について，引き続き貸与基準を満たす希望者全員
に貸与した。大学院生に対しては，給与型の経済的
支援として，ティーチング・アシスタント（TA）
やリサーチ・アシスタント（RA）の業務に対する
給与を各大学が自主的に支給している。
　また，地域学校協働活動の一環として，経済的な
理由や家庭の状況により，家庭での学習が困難で
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あったり，学習習慣が十分に身についていなかった
りする児童生徒を含め，希望する全ての小・中・高
校生を対象とした地域住民等の協力による原則無料
の学習支援（いわゆる地域未来塾等）を推進している。
　このほか，保護者が安心して家庭教育を行うこと
ができるよう，家庭教育に関する支援が届きにくい
家庭に配慮しつつ，地域の多様な人材を活用した家
庭教育支援チーム等が地域の実情に応じて行う家庭
教育支援に関する取組（保護者に対する学習機会や
情報の提供，相談対応等）を推進するため，補助事
業（地域における家庭教育支援基盤構築事業）等を
実施している。
　法務省と厚生労働省の両省から，養育費の確保に
向けて，戸籍担当部署とひとり親支援担当部署の更
なる連携強化の推進を求める事務連絡を発出した。
また，法務省では，養育費に関する法的な知識をわ
かりやすく解説したパンフレット（合意書ひな形を
含む。）を作成し，パンフレットを離婚届用紙の交
付を求める当事者に離婚届用紙と同時に配布する取
組を行うとともに，利用者目線に立って，父母が離
婚をする際に考えておくべき事項をまとめたウェブ
ページを公開した。さらに，養育費の不払いの解消
に向けた課題や対応を検討するため，有識者による
「養育費不払い解消に向けた検討会議」を開催し，
令和２（2020）年12月24日に取りまとめを公表し
た。さらに，民事執行法（昭和54年法律第４号）
の改正により，現行の財産開示手続をより利用しや
すく実効的なものにしたほか，債務者の有する不動
産，給与債権，預貯金債権等に関する情報を債務者
以外の第三者から取得する手続を新設したため，関
係機関等にこれらの制度を周知した。

３　�子供・若者の自立に向けた力を高
める取組

　内閣府では，社会生活を円滑に営む上での困難を
有する子供・若者に対し，様々な機関がネットワー
クを形成して支援を行う「子ども・若者支援地域協
議会」の地方公共団体における設置・活用を引き続
き推進しているほか，地方公共団体における「子ど
も・若者総合相談センター」としての機能を担う体
制の確保も推進している。また，アウトリーチ（訪
問支援）に関する研修を始めとする各種研修を実施
している。

　さらに，平成30（2018）年度に実施した満40歳
以上の者を対象としたひきこもりに関する調査の結
果について，公的機関や民間支援機関の職員を対象
とする研修などを通じて広報した。
　文部科学省では，生涯にわたる多様なキャリア形
成に共通して必要な能力や態度を培うキャリア教育
及び後期中等教育以降における実践的な職業教育を
推進している。
　また，困難な状況に置かれた児童生徒の相談等に
適切に対応できるよう，スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカー等の配置を推進するな
ど，学校における相談体制の充実を支援している。
　さらに，高校中退者等の高卒資格の取得に向けた
学習相談及び学習の支援を実施するため，地方公共
団体の取組を支援するとともに，新たな支援等にお
ける高校中退者等の学習相談・支援を可能とする体
制のモデル構築を行う事業を実施した。
　厚生労働省では，若者が充実した職業人生を歩ん
でいけるよう，「新卒応援ハローワーク」等を拠点に，
新規学校卒業者や中途退学者，未就職卒業者に対す
る正社員就職の支援を実施するとともに，フリー
ター等の非正規雇用で働く若者に対しては，「わか
ものハローワーク」等を拠点に正社員就職に向けた
支援を実施している。
　また，「地域若者サポートステーション事業」に
ついて，高校中退者等の支援を更に充実させるため，
学校等関係機関と連携し，卒業・修了年度の１月以
降において進路が未決定の在学生に対する切れ目の
ない支援アプローチを強化した。
　さらに，各都道府県，指定都市において，ひきこ
もりに特化した相談窓口としての機能を有する「ひ
きこもり地域支援センター」による支援を実施した。

１　�高齢者が安心して暮らせる環境の
整備

　総務省では，高齢者や障害者が情報通信の利便を
享受できる情報バリアフリー環境の整備を図るた
め，高齢者や障害者向けの通信・放送サービスに関

第２節
高齢者，障害者，外国人等
が安心して暮らせる環境の
整備
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する技術の研究開発を行う者に対し，助成を行った。
　また，高齢者や障害者がテレビジョン放送を通じ
て情報アクセスの機会を確保できるよう，平成30
（2018）年２月に策定した「放送分野における情
報アクセシビリティに関する指針」を踏まえ，字幕
番組，解説番組及び手話番組の制作等に対する助成
を通じて，字幕放送，解説放送及び手話放送の拡充
を図っている。また，毎年その実績を公表し，各放
送局の自主的な取組を促進している。
　経済産業省では，高齢者や障害者等の自立を支援
し，介護者の負担軽減を図るため，福祉用具の開発
及び実用化を支援した。
　厚生労働省では，高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律（昭和46年法律第68号）に基づき，65歳ま
での定年の引上げ，継続雇用制度の導入等の高年齢
者雇用確保措置が着実に実施されるよう事業主への
指導・支援に取り組んでいる。また，シルバー人材セ
ンターを通じて，高年齢者の多様なニーズに応じた就
業の促進を図っている。また，社会福祉協議会が実施
する高齢者の日常生活を支援する事業（日常生活自立
支援事業）について，利用者ニーズに応じて地域包括
支援センターや民生委員等とも連携し推進を図った。
　国土交通省では，高齢者が安心して暮らすことが
できる住まいを確保するため，介護や医療と連携し
高齢者を支援するサービスを提供するサービス付き
高齢者向け住宅の供給を促進するとともに，住宅金
融支援機構の住宅融資保険制度を活用した民間金融
機関によるリバースモーゲージ14の推進により，同
住宅への住み替えを支援している。
　消費者庁では，消費生活上特に配慮を要する消費
者である高齢者や障害者等の消費者被害の防止のた
め，消費者安全確保地域協議会（消費者安全法（平
成21年法律第50号））が構築されるよう，地方公共
団体に対する働きかけ，先進事例の公表及び手引き
の周知等を実施し，地域の実情に応じた実効性ある
見守り活動の実施促進を図った。さらに，独立行政
法人国民生活センターでは，高齢者等の悪質商法被
害や商品等に係る事故に関する注意情報及び相談機
関の情報等を，報道機関への情報提供やメールマガ

ジン「見守り新鮮情報」の発行等，多様な手段を用
いて周知を図った。
　文部科学省では，高齢者等の消費者教育を推進す
るため，消費者教育の取組事例等の情報提供などを
行うとともに，地方公共団体へ文部科学省消費者教
育アドバイザーの派遣を行っている。
　内閣府では，政府が講じたユニバーサル社会の実現
に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ，公表した15。

２　�障害者が安心して暮らせる環境の
整備

　政府では，全ての国民が障害の有無によって分け
隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合い
ながら共生する社会を実現するため，平成30
（2018）年３月に閣議決定した「障害者基本計画（第
４次）」に基づき，障害者の自立及び社会参加の支
援等のための施策の総合的かつ計画的な推進に政府
一体で取り組むとともに，幅広い国民の理解を得ら
れるよう，積極的な広報・啓発活動を行っている。
　内閣府では，平成28（2016）年４月に施行され
た障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
（平成25年法律第65号）の実効性ある施行のため，
関係省庁や地方公共団体と連携しつつ，広く社会に
その取組の働きかけを行っている。また，障害を理
由とする差別の解消の一層の推進を図る観点から，
事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けること等
を内容とする同法の一部改正法案を第204回国会
（令和３（2021）年）に提出した。
　また，政府が講じたユニバーサル社会の実現に向
けた諸施策の実施状況を取りまとめ，公表した（第
９章第２節参照）。
　警察では，高齢者，障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下「バ
リアフリー法」という。）に基づき，高齢者，障害
者等が道路を安全に横断できるよう，音響により信
号表示の状況を知らせる音響信号機，視覚障害者等
の安全な交差点の横断を支援する歩行者等支援情報
通信システム（Bluetoothを活用し，スマートフォ
ン等に対して歩行者用信号情報を送信するととも

14� �所有する住宅及び土地を担保に融資を受け，毎月利息のみを支払い，利用者（高齢者等）の死亡等で契約が終了したときに，担保不
動産の処分等によって元金を一括して返済する金融商品。住宅金融支援機構の住宅融資保険制度を活用する場合は，住宅の建設・購
入等に関する融資に限られる。

15� �内閣府　ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況　https://www8.cao.go.jp/souki/barrier-free/bf-index.html
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に，スマートフォン等の操作により青信号時間の延
長を可能とするものを含む。），信号表示面に青時間
までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経
過時間表示機能付き歩行者用灯器，歩行者・自転車
と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止す
る歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機の
整備を推進している。また，標示板を大きくする，
自動車の前照灯の光に反射しやすい素材を用いるな
どして見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の
整備や横断歩道上における視覚障害者の安全性及び
利便性を向上させるエスコートゾーンの整備を推進
している。
　国土交通省では，バリアフリー法に基づき，政令
又は省令で定める移動等円滑化基準への新設する施
設等に対する適合義務及び既存の施設等に対する適
合努力義務を定めるとともに，「移動等円滑化の促
進に関する基本方針」（平成23年国家公安委員会，
総務省，国土交通省告示第１号。以下「基本方針」
という。）において令和２（2020）年度末までの整
備目標を定め，バリアフリー化を推進している。
　こうした中，ハード対策に加え，移動等円滑化に
係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実
などソフトの対策を強化する「高齢者，障害者等の
移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正す
る法律」（令和２年法律第28号）が第201回国会（令
和２（2020）年）において成立し，令和３（2021）
年４月１日の全面施行に向け関係政省令を公布した。
　また，基本方針について，新しい整備目標を策定
するため，有識者，高齢者・障害者等団体等が参画
する検討会において議論を重ね，ハード・ソフト両
面でのバリアフリー化を一層推進する観点から，各
施設等について地方部を含めたバリアフリー化や
「心のバリアフリー」の一層の推進等を盛り込み，
令和２（2020）年11月に最終取りまとめを行い，
同年12月に告示を公布したところであり，令和３
（2021）年４月より５年間の新しい整備目標に基
づき，バリアフリー化を一層推進している。
　また，市町村が作成する移動等円滑化促進方針及
び基本構想に基づき，移動等円滑化促進地区及び重
点整備地区において面的かつ一体的なバリアフリー
化を推進している。さらに，バリアフリー施策のス
パイラルアップ（段階的・継続的な発展）を図りな
がら住まいづくり，まちづくり，都市公園，公共交

通機関，道路交通環境の整備を推進している。
　高齢者，障害者，妊婦や子供連れを始めとする誰
もがスムーズに通行できるよう，多様なニーズ調査
を行い，道路構造の工夫等を盛り込んだ事例集を策
定し，道路のユニバーサルデザイン化を推進してい
る。加えて，平成27（2015）年２月に閣議決定さ
れた「交通政策基本計画」において，バリアフリー
化の更なる推進を図ることとされている。
　厚生労働省では，近年，障害者の就労意欲が着実
な高まりを見せる中で，より多くの就職希望を実現
するとともに，本人の希望に応じた職業生活を送る
ことができるようにするため，障害者の雇用の促進
等に関する法律（昭和35年法律第123号。以下「障
害者雇用促進法」という。）や「障害者雇用対策基
本方針」（平成30年厚生労働省告示第178号）等を
踏まえた就労支援について，企業ごとのニーズに合
わせた，準備段階から採用後の定着支援まで一貫し
た「企業向けチーム支援」やハローワークと地域関
係機関との連携による「障害者向けチーム支援」の
推進，障害者就業・生活支援センターにおける就業
と生活両面の一体的な支援，精神障害者，発達障害
者，難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支
援等を充実・強化することにより，一層の推進を図っ
ている。
　また，平成28（2016）年４月より施行された，
障害者雇用促進法に基づく雇用分野における障害者
の差別禁止や合理的配慮の提供義務について，引き
続き周知・啓発に取り組むとともに，必要に応じて
都道府県労働局やハローワークにおける助言・指導
等の取組により，引き続き，その着実な実施を図っ
ている。
　加えて，令和元（2019）年の障害者雇用促進法
の改正により，障害者活躍推進計画の作成・公表義
務が令和２（2020）年４月１日に施行されたこと
により，各機関が定めた障害者活躍推進計画に基づ
き，各機関において障害者の活躍を推進する体制整
備や，障害者の活躍の基本となる職務の選定・創
出，障害者の活躍を推進するための環境整備・人事
管理等の障害者雇用に関する取組を適切に推進して
いる。また，改正障害者雇用促進法のうち，障害者
雇用に関する取組が優良な中小事業主の認定制度
（もにす認定制度）及び週所定労働時間が20時間
未満の短時間労働者を雇用する事業主に対する特例
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給付金制度が創設されたことから，こうした新制度
の円滑かつ適切な施行を進めている。これらの取組
により，障害者にとって活躍できる職場環境の整備
や定着支援等に係る取組を推進している。

３　�外国人が安心して暮らせる環境の
整備

　法務省の人権擁護機関では，外国人に対する偏見
や差別の解消を目指して，「外国人の人権を尊重し
よう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ，講
演会等の開催，啓発冊子の配布等，各種人権啓発活
動を行っている。また，日本語を自由に話すことの
困難な外国人等からの人権相談については，新聞や
インターネット等を用いて周知広報を行うととも
に，全国50か所の法務局・地方法務局に10言語に
対応した「外国人のための人権相談所」及び「外国
語人権相談ダイヤル（ナビダイヤル：0570-
090911（全国共通））」を引き続き設置するほか，「外
国語インターネット人権相談受付窓口」については，
令和３（2021）年３月から，対応言語を２言語か
ら10言語に拡大して相談対応を行っている。
　出入国在留管理庁では，人身取引が重大な人権侵
害であり犯罪であるとの認識の下，引き続き，被害
者である外国人について，関係機関と連携して適切
な保護措置を講ずるとともに，被害者の立場に十分
配慮しながら，本人の希望等を踏まえ，在留期間の
更新や在留資格の変更を許可し，被害者が不法残留
等の入管法違反の状態にある場合には，在留特別許
可を付与するなど，被害者の法的地位の安定を図っ
ている。
　また，外国人が抱える様々な課題を的確に把握す
るために，専門家の意見等を踏まえつつ，在留外国
人に対する基礎調査を実施するとともに，地方公共
団体や外国人支援団体等幅広い関係者から意見を聴
取し，共生施策の企画・立案に当たって活用するこ
とにより，日本人と外国人が安心して安全に暮らせ
る環境整備を進めている。
　法テラスでは，人身取引被害者が，加害者に対し
て損害賠償請求を行うに当たり，当該被害者が日本
に住所を有し，適法に在留している場合であって収
入等の一定の要件を満たすときには，民事法律扶助
が活用可能であること及び刑事訴訟において被害者
参加制度を利用するに当たって，公判廷への出席に

要する旅費等が支給されること（被害者参加旅費等
支給制度），収入等の一定の要件を満たす場合には，
国選被害者参加弁護士の選定を請求することが可能
であること（被害者参加人のための国選弁護制度）
について，多言語で情報提供し，その周知を図ると
ともに，これらの法的援助を実施した。
　外務省では，日本で保護された外国人の人身取引
被害者に対して，本人が希望する場合に母国等へ安
全に帰還させるとともに再度被害に遭わないことを
目的として，国連移住機関（IOM）への拠出を通
じた帰国支援及び社会復帰支援を提供する事業を実
施している。具体的には，被害者へのカウンセリン
グ，ケースワーカーの派遣，通訳，帰国支援（渡航
費を含む。）及び母国での自立・社会復帰支援（医療・
教育・職業支援）等の支援が提供されている。
　文部科学省では，毎年，全国の都道府県・指定都
市教育委員会担当者を集めた連絡協議会や独立行政
法人教職員支援機構における「外国人児童生徒等に
対する日本語指導指導者養成研修」を実施しており，
教育を取り巻く現状を知るとともに，取組の進んだ
学校の実践事例を共有するなど，国際理解教育及び
外国人の子供の教育の推進に努めている。
　また，外国人児童生徒等教育の充実に関しては，
平成31（2019）年４月に中央教育審議会に対し，
新しい時代の初等中等教育の在り方について諮問が
行われ，増加する外国人児童生徒等への教育の在り
方についても検討し，令和３（2021）年１月26日
に「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な
学びと，協働的な学びの実現～」（答申）が取りま
とめられた。また，「日本語教育の推進に関する施
策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方
針」（令和２年６月閣議決定）に基づき，外国人の
子供の就学促進等について地方公共団体が講ずべき
事項を取りまとめた「外国人の子供の就学促進及び
就学状況の把握等に関する指針」を策定し，同年７
月に地方公共団体に通知した。
　また，外国人児童生徒等の指導を担う教師が必要
な知識を得られるような研修用動画コンテンツ及び
来日・帰国したばかりの外国人児童生徒等や保護者
が日本での学校生活等について理解を深められるよ
うな多言語による動画コンテンツを作成した。
　この他の取組として，学校教育法施行規則（昭和
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22年文部省令第11号）において日本語指導が必要
な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」を編成・
実施できるようにしている。また平成29（2017）
年３月の「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職
員定数の標準に関する法律」（昭和33年法律第116
号）の改正により，外国人児童生徒等教育の充実の
ための教員定数の基礎定数化が図られ，平成29
（2017）年度から令和８（2026）年度までの10
年間で計画的に実施している。
　さらに，就学に課題を抱える外国人の子供を対象
とした，公立学校や外国人学校等への就学に必要な
支援を学校外において実施する地方公共団体の取組
への補助や，帰国・外国人児童生徒等の公立学校へ
の受入促進，日本語と教科の統合指導や生活指導等
を含めた総合的・多面的な指導の充実，多言語翻訳
システム等ICTを活用した支援や外国人高校生に対
する包括支援等の指導・支援体制の整備等に係る地
方公共団体の取組等への補助も引き続き行っている。
　加えて，外国人児童生徒等の集住化・散在化，そ
れぞれにおける課題を解決する先進的なプログラム
の開発を実施しているほか，学習指導要領に基づき，
子供たちが広い視野を持って異文化を理解し，共に
生きていこうとする姿勢を育てるために，国際理解
教育を推進している。
　文化庁では，我が国に居住する外国人が安心・安
全に生活するために必要な日本語能力を習得し，日
本社会の一員として円滑に生活を送ることができる
よう，日本語教育の先進的取組に対する支援，日本
語教室空白地域解消の推進，日本語教育人材の養成
及び現職者研修カリキュラムの開発・活用や，都道
府県・政令指定都市が，関係機関等と有機的に連携
しつつ行う，日本語教育環境を強化するための総合
的な体制づくりの推進を実施した。
　厚生労働省では，ハローワークに通訳員等を配置
し，きめ細かな職業相談体制の整備，多言語対応の
更なる充実などを行い，外国人労働者の安定的な就
労の促進に取り組んでいる。配偶者からの暴力被害
者である在留外国人への適切な支援を確保するた
め，専門的な知識を持った通訳者の養成を行うため
の専門通訳者養成研修事業を推進している。
　政府では，「人身取引対策行動計画2014」に基づ

き，関係行政機関が連携して，人身取引対策の取組
を進めている（第８章第７節参照）。

４　�性的指向・性自認（性同一性），女
性であることで複合的に困難な状
況に置かれている人々への対応

　性的指向・性自認（性同一性）を理由として困難
な状況に置かれている場合や，障害があること，日
本で生活する外国人であること，アイヌの人々であ
ること，同和問題等を背景として，女性であること
により更に複合的に困難な状況に置かれている場合
について，被害者の救済を進めている。
　法務省の人権擁護機関では，全国50か所の法務
局・地方法務局に，専用相談電話「女性の人権ホッ
トライン16」を設置して相談体制の一層の強化を
図っている。
　文部科学省では，学校教育において，人権教育及
び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第
147号）や同法に基づき定められた「人権教育・啓
発に関する基本計画」（平成14年３月閣議決定，平
成23年４月一部変更）に沿って，その教育活動全
体を通じ，人権尊重の意識を高めるための指導を進
めており，一人一人を大切にする教育の推進を図っ
た。社会教育では，社会教育主事の養成講習等にお
いて，人権問題等の現代的課題を取り上げ，指導者
の育成及び資質の向上を図っている。

16� �女性の人権ホットライン　ナビダイヤル：0570-070-810（全国共通）
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１　�働きたい人が働きやすい中立的な
税制・社会保障制度・慣行

　社会保障制度については，適用拡大が短時間労働
者の働き方や企業経営に与える影響を踏まえつつ，
短時間労働者に対する被用者保険の適用について，
令和４（2022）年10月に100人超規模，令和６
（2024）年10月に50人超規模の企業で働く短時間
労働者まで適用範囲を拡大することを盛り込んだ年
金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改
正する法律が令和２（2020）年５月に成立した（第
２章第５節参照）。
　民間企業における配偶者手当については，「配偶
者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」につ
いて引き続き広く周知を図り，労使に対しその在り
方の検討を促した。
　外務省では，旅券（パスポート）の旧姓併記につ
いて，令和３（2021）年４月１日以降の申請につ
いて，旧姓の併記を希望する場合には，戸籍謄本，
旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバー
カードのいずれかで旧姓を確認できれば，旧姓の併
記を認めるよう要件を緩和するとともに，旅券の身
分事項ページで，併記されたものが旧姓であること
を外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示
すため，英語で「Former�surname」との説明書
きを加えることとした旨発表した。
　内閣府では，各種国家資格等でさらに旧姓使用が
しやすくなるよう，各種国家資格等における旧姓使
用の現状等に関する調査を実施した。
　また，政府の施策が男女共同参画社会の形成に及
ぼす影響等について，調査研究を行った。

２　�男女の多様な選択を可能とする育
児・介護の支援基盤の整備

　政府は，「少子化社会対策大綱」（令和２年５月閣
議決定）に基づき，男女共に仕事と子育てを両立で
きる環境の整備などに取り組んでいる。
　子ども・子育て支援新制度においては，小規模保
育等，地域のニーズに応じた幅広い子育て支援分野
において，子供が健やかに成長できる環境や体制が
確保されるよう，その担い手を確保する必要があるこ
とから，育児経験豊かな地域の人材を対象として，
保育や子育て支援分野の各事業等に従事するために
必要となる知識や技能等を習得する子育て支援員研
修事業を実施するとともに，それら支援の担い手の資
質向上等を目的として，職員の資質向上・人材確保
等研修事業及び指導者養成等研修事業を実施してい
る。加えて，保育士等について，令和２（2020）年
度も人事院勧告に準拠した公定価格の改定を行いつ
つ，平成24（2012）年度に比べ，月額最大８万４千
円の処遇改善を実施した。
　女性（25歳～44歳）の就業率の上昇や，保育の
利用申込者数の伸びが加速している中，平成29
（2017）年６月に公表した「子育て安心プラン」
に基づき，令和２（2020）年度末までの３年間で
女性就業率80％に対応できる約32万人分の保育の
受け皿の整備を進めた。また，できるだけ早く待機
児童の解消を目指すとともに，女性の就業率の上昇
に対応するため，令和２（2020）年12月に公表し
た「新子育て安心プラン」に基づき，令和３（2021）
年度から令和６（2024）年度末までの４年間で約
14万人分の保育の受け皿を整備することとしている。
　加えて，保育の受け皿拡大に伴い必要となる保育
人材の確保のため，処遇改善や新規資格取得者の確
保，就業継続支援，離職者の再就職支援など，引き
続き総合的な対策を講じている。
　また，子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図
るといった少子化対策と，生涯にわたる人格形成の

第10章 男女共同参画の視点に立った
各種制度等の整備

第１節 男女共同参画の視点に立っ
た社会制度・慣行の見直し
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基礎や，その後の義務教育の基礎を培う幼児教育の
重要性の観点から令和元（2019）年10月より開始
した幼児教育・保育の無償化を，引き続き着実に実
施している。
　厚生労働省と文部科学省は，共働き家庭等の「小
１の壁」・「待機児童」を解消するとともに，次代を
担う人材を育成するため，全ての児童が放課後を安
全・安心に過ごし，多様な体験・活動を行うことが
できるよう平成30（2018）年９月に，令和元
（2019）年から５年間を対象とする「新・放課後
子ども総合プラン」を共同で策定した。同プランで
は，放課後児童クラブについて，令和５（2023）
年度末までに約30万人分（約122万人から約152万
人）の受け皿整備を行うとともに，全ての小学校区
で，放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に
又は連携して実施し，うち小学校内で一体型として
１万か所以上で実施することを目指している。
　また，新たに放課後児童クラブ又は放課後子供教
室を整備等する場合には，学校施設を徹底的に活用
することとし，新たに開設する放課後児童クラブの
約80％を小学校内で実施することを目指している。
さらに，子供の主体性を尊重し，子供の健全な育成
を図る放課後児童クラブの役割を徹底し，子供の自
主性，社会性等の向上を図ることとしている。令和
２（2020）年度は，放課後児童クラブについて，
施設整備費の国の補助率を１/３から２/３へ引上げ
を行うとともに，放課後児童支援員等の処遇改善な
どの人材確保対策等を推進した。
　厚生労働省では，子育て家庭等の不安感や負担感
を軽減するため，子育て親子が気軽に集い，交流す
ることができ，子育てに関する相談・援助を行う場
の提供や地域の子育て関連情報の提供，子育て及び
子育て支援に関する講習を行う「地域子育て支援拠
点事業」を促進した。
　子ども・子育て支援の推進に当たって，子ども及
びその保護者等，又は妊産婦がその選択に基づき，
教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用
できるよう，情報提供及び相談・助言等を行うとと
もに，関係機関との連絡調整等を行う「利用者支援
事業」（基本型・特定型）を促進している。
　また，国や地方公共団体が行うベビーシッター等
に関する利用料等の助成について，令和３（2021）
年度税制改正において「子育て支援に要する費用に

係る税制上の措置」を創設し，非課税所得とした。
　厚生労働省では，高齢化が一層進展する我が国に
おいて，介護保険制度が将来にわたり国民生活の安
心を支え続けることができるよう，介護保険法（平
成９年法律第123号）の着実な実施を図っている。
　また，全国の主要なハローワークに設置された「人
材確保対策コーナー」において，医療・福祉分野等
のきめ細かな職業相談・職業紹介，求人者への助言，
指導等を実施している。
　介護人材の確保のため，介護分野への元気高齢者
等の参入促進セミナーの実施，介護職員に対する悩
み相談窓口の設置等への支援等を地域医療介護総合
確保基金に新たに位置付けたほか，介護職の魅力や
社会的評価の向上を図り，介護分野への参入を促進
するため，介護を知るための体験型イベントの開催
や，介護助手等多様な人材の参入を促しつつ，外部
コンサルタント等を活用し，リーダー的介護職員の
育成等チームケアの実践による介護の提供体制や，
地域の事業者間・他職種連携による介護業務効率等
について，先駆的に実施される取組を支援し，その
全国展開を図るなど，多様な人材の確保等に向けた
取組を推進した。
　さらに，介護労働者の雇用管理改善を促進する「介
護雇用管理改善等計画」（平成27年厚生労働省告示）
に基づき，介護労働者の身体的負担の軽減に資する
介護福祉機器を導入した事業主や，賃金制度の整備
等を行った事業主への助成，介護労働安定センター
による雇用管理改善の相談援助及び実践力を備えた
介護人材の育成を図るための介護労働講習を実施し
た。また，介護労働者の雇用管理全般に関する雇用
管理責任者への講習に加え，介護事業所の雇用管理
改善に係る好事例把握やコンサルティング等を行う
事業を引き続き実施した。
　加えて，国民が可能な限り住み慣れた地域で暮ら
すことができるよう，地域包括ケアシステムの実現
を目指している。
　また，子の看護休暇等について時間単位での取得
を可能とすることを規定した改正法令（令和３
（2021）年１月１日施行）について，円滑な施行
が図られるよう，改正内容の周知を図っているほか，
男性の育児休業の取得を促進するため，育児・介護
休業法等の改正法案を第204回国会（令和３（2021）
年）に提出した（第２章第２節参照）。
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　国土交通省では，公的賃貸住宅等における保育所
等の子育て支援施設の一体的整備や，既存の公営住
宅や改良住宅の大規模な改修と併せて子育て支援施
設等の生活支援施設の導入を図る取組への支援，職
住近接で子育てしやすい都心居住，街なか居住を実
現するため，良質な住宅供給や良好な住宅市街地等
の環境整備を行った。
　さらに，安全で安心な道路交通環境の整備として，
歩道，自転車道等の設置，歩行者等を優先する道路
構造の整備，無電柱化，交通安全施設等の整備を推
進しているほか，公共交通機関，公共施設等におけ
るバリアフリー化を踏まえ，ベビーカーの利用等，子
育てしやすい環境づくりに向けた取組を行っている。
　加えて，全国の高速道路のサービスエリア及び国
が整備した「道の駅」において，令和３（2021）
年度を目途に，24時間利用可能なベビーコーナー
の設置，屋根付きの優先駐車スペースの確保等を完
了させるなど，高速道路のサービスエリアや「道の
駅」における子育て応援の取組を推進している。
　令和元（2019）年６月18日，「昨今の事故情勢を
踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議」にお
いて策定された「未就学児等及び高齢運転者の交通
安全緊急対策」に基づき，内閣府，厚生労働省，文
部科学省，国土交通省及び警察庁では，未就学児を
中心に子供が日常的に集団で移動する経路の緊急安
全点検の結果を踏まえ，必要な対策を推進している。
　加えて，警察庁では，子供の通行が多い生活道路
等での交通指導取締りに活用できる可搬式速度違反
自動取締装置の全国的な整備拡充を図り，子供の交
通安全の確保に取り組んだ。
　消費者庁では「子どもを事故から守る！プロジェ
クト」を推進し，子供の事故防止に取り組んでいる。
具体的には，保護者等に向けた注意喚起を行うとと
もに，事故予防のポイントなどをまとめ「子ども安
全メールfrom消費者庁」や「消費者庁　子どもを
事故から守る！公式ツイッター」で定期的に発信す
るなど，子供の不慮の事故予防に関する啓発活動を
行っている。
　また，子供の事故の実態及び事故防止に向けた各
種取組等について「子供の事故防止に関する関係府
省庁連絡会議」において情報共有するとともに，「子
どもの事故防止週間（令和２（2020）年度：７月
20日～26日）」を定め，関係府省庁が連携して集中

的な広報活動を実施している。

　政府は，人権尊重の理念に対する理解を深めると
ともに，各人が自らに保障された法律上の権利や，
権利の侵害を受けた場合の対応等について正確な知
識を得られるよう，法律・制度の理解の促進を図っ
ている。また，政府の施策に対する苦情の処理や人
権が侵害された場合の被害者救済体制・相談体制の
更なる充実を図っている。
　内閣府では，国及び地方公共団体（都道府県及び
政令指定都市）における男女共同参画社会の形成に
関する苦情処理や人権侵害事案の被害者救済体制等
について，令和元（2019）年度の把握を行い，取
りまとめた。
　総務省では，行政相談委員の中から指名した男女
共同参画担当委員を中心に，（ア）各地の男女共同
参画センター等で定期的な相談所の開設，（イ）デ
パート等に設けられている「総合行政相談所」で男
女共同参画に関する施策に関する苦情の受付等の活
動を行っている。
　法務省の人権擁護機関では，「女性の人権を守ろ
う」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ，「人
権週間」等の多様な機会を通じて，講演会等の開催，
啓発冊子の配布等，各種人権啓発活動を推進し，人
権尊重思想の普及高揚を図っている。
　文部科学省では，学校教育において，児童生徒の
発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推
進しており，この一環として，「人権教育研究推進
事業」，「学校における人権教育の在り方等に関する
調査研究」等を実施した。

第２節
男女の人権尊重の理念と法
律・制度の理解促進及び救
済・相談の充実
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１　�男女共同参画に大きな影響を有する
団体と連携した戦略的な広報・啓発
の推進

　国民全てに男女共同参画の意識を深く根付かせる
ため，男女共同参画の理念等について，分かりやす
い広報・啓発活動を積極的に展開している。
　内閣府では，男女共同参画に関する国，地方公共
団体等の施策を紹介する総合情報誌「共同参画」の
発行を行い，関連団体や地方公共団体等に配布する
とともに，ホームページやメールマガジン，
Facebook等による情報発信を行った。また，令和
２（2020）年６月23日から同月29日までの「男女
共同参画週間」において，「そっか。いい人生は，
いい時間の使い方なんだ。」「ワクワク・ライフ・バ
ランス」をキャッチフレーズに定め，広報・啓発活
動において活用した。
　また，ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの
ための国連機関（国連女性機関）（UN�Women），
国連女性の地位委員会（CSW），女子差別撤廃委員
会，アジア太平洋経済協力（APEC）女性と経済
フォーラム，Women20，各種地域機関等，諸外国
における先進的な取組の動向について情報を収集・
分析し，男女共同参画推進連携会議企画委員会主催
の情報・意見交換会，政府の広報誌等を通じて，情
報を提供している。
　さらに，海外に我が国の男女共同参画の現状や取
組を紹介するため，英文パンフレット「Women�
and�Men�in�Japan」を発行し，各国政府や国際機
関等に配布している。
　国立女性教育会館では，男女共同参画や女性の活
躍推進等に関する統計情報等のリーフレット作成・
配布，男女共同参画統計学習パネルの展示・貸し出
し等を通じて，男女共同参画社会の形成に資する情

報の普及に努めている。また，同会館のホームペー
ジのほか，男女共同参画社会形成を目指した情報の
総合窓口「女性情報ポータル“Winet（ウィネッ
ト）”」により，収集した資料・情報等を広く公開す
るとともに，調査研究の成果を電子的形態で公開す
るためのシステム（リポジトリ）を通じて提供して
いる。
　法務省の人権擁護機関では，毎年12月４日から同
月10日（人権デー）までの「人権週間」等の多様
な機会を通じて，全国各地で女性の人権に関する人
権啓発活動を実施している。

２　�特に男性や若者世代を対象とした
固定的性別役割分担意識の解消の
ための広報・啓発

　内閣府では，男性や若者世代にとっての男女共同
参画社会の意義と責任や，地域・家庭等への男性や
若者世代の参画を重視した広報・啓発活動の一つと
して「“おとう飯”始めようキャンペーン」を実施
している（第２章第３節参照）。

３　�男女共同参画の必要性が共感でき
る広報・啓発活動の推進

　内閣府では，男性，子供・若者世代等を含め，国
民各層に対し，男女共同参画社会の形成の意義と責
任や，それぞれの立場からの参画への取組を重視し
た広報啓発活動を推進している。
　国立女性教育会館では，男女共同参画統計リーフ
レットの作成・配布，男女共同参画統計学習パネル
の展示等を通じて，男女共同参画の形成に資する情
報を発信している。また，所蔵する図書をテーマご
とに選定し，パッケージ化して全国の大学，高等専
門学校，女性関連施設等へ広く貸し出している。

第11章 教育・メディア等を通じた
意識改革，理解の促進

第１節 国民的広がりを持った広
報・啓発活動の展開
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　内閣府では，男性の家事・育児等への参画促進に
関する普及啓発活動を行った（第２章第３節参照）。
　厚生労働省では，男性の仕事と育児の両立を推進
する「イクメンプロジェクト」を実施している（第
２章第２節参照）。

１　男女平等を推進する教育・学習
　学校教育及び社会教育において，自立の意識を育
み，男女平等の理念を推進する教育・学習の一層の
充実を図っている。また，これらの教育に携わる者
が男女共同参画の理念を理解するよう，意識啓発等
に努めた。
　文部科学省では，学習指導要領に基づき，児童生
徒の発達の段階に応じ，社会科，公民科，家庭科，
道徳，特別活動等の指導を行うなど，学校教育全体
を通じて，人権の尊重や男女の平等，男女が共同し
て社会に参画することや男女が協力して家庭を築く
ことの重要性についての指導の充実を図っている。
　また，生涯にわたる多様なキャリア形成に共通し
て必要な能力や態度を培うキャリア教育を推進して
いる。
　経済産業省では，先進的な教育支援活動を行って
いる企業・団体を表彰する「キャリア教育アワード」
や，文部科学省と共同で教育関係者と地域・社会や
産業界等の関係者の連携・協働によるキャリア教育
に関するベストプラクティスを表彰する「キャリア
教育推進連携表彰」を実施している。令和２（2020）
年度は，新型コロナの影響により，それらを中止せ
ざるを得なかったが，過去の「キャリア教育アワー
ド」受賞実績のある企業・団体によるコロナ禍にお
ける取組事例等を調査・公開することによりキャリ
ア教育の普及・推進を図った。
　国立女性教育会館では，高等教育機関における男

女共同参画の推進のため，大学等の教職員を対象と
した「大学等における男女共同参画推進セミナー」
を実施した。また，令和２（2020）年度は文部科
学省の「次世代のライフプランニング教育推進事業」
を受託し，初等中等教育機関の教職員，教育委員会
など教職員養成に関わる機関の職員を対象とした
「男女共同参画の推進に向けた教職員研修」を実施
した。さらに，男女共同参画を推進するリーダー等
の人材の育成・研修の実施，「男女の初期キャリア
形成と活躍推進に関する調査研究」や「男女共同参
画統計に関する調査研究」を行った。また，国内外
の専門的な資料や情報を取りまとめて整理，提供す
るとともに，女性アーカイブ17の構築を進め，全国
的にその成果の還元を図っている。

２　�多様な選択を可能にする教育・能
力開発・学習機会の充実

　文部科学省では，社会人の職業に必要な能力の向
上を図る機会の拡大を目的として，大学や専修学校
等における社会人や企業等のニーズに応じた実践
的・専門的プログラムを，職業実践力育成プログラ
ム（BP）やキャリア形成促進プログラムとして文
部科学大臣が認定し，女性を含む社会人の学び直し
を支援している。
　また，大学・専修学校等の教育機関が産業界等と
協働し，地域や産業界の人材ニーズに対応した，社
会人等が学びやすい教育プログラムを開発・実証す
る取組等を推進している。進路・就職指導について
は，生涯にわたる多様なキャリア形成に共通して必
要な能力や態度を培うキャリア教育及び後期中等教
育以降における実践的な職業教育を推進している。
　さらに，多様な年代の女性の社会参画を推進する
ため，関係機関との連携の下，キャリアアップやキャ
リアチェンジ等に向けた意識醸成や相談体制の充実
を含め，学習プログラムの開発等，女性の多様なチャ
レンジを総合的に支援するモデルの開発や，普及啓
発を行っている。
　次世代を担う若者が，固定的な性別役割分担意識
にとらわれず主体的に多様な進路を選択することがで
きるよう，学校教育段階から男女共同参画意識の醸
成を図るため，高等学校・大学で活用できるライフプ

第２節 男女共同参画に関する男性
の理解の促進

第３節
男女共同参画を推進し多様
な選択を可能にする教育・
学習の充実

17� �「国立女性教育会館　女性デジタルアーカイブシステム」　https://w-archive.nwec.jp/il/meta_pub/G0000337warchive
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ランニング教育プログラムや，教員が学校現場で生じ
うる「無意識の思い込み」（アンコンシャス・バイアス）
等について理解を深め，指導に役立つ気付きを得るた
めの教員研修プログラムの開発を行った。
　経済産業省では，職場や地域社会で多様な人々と
仕事をしていくために必要な基礎的な力とキャリア
オーナーシップを持つことの必要性を整理した「人
生100年時代の社会人基礎力」について女性を含む
社会人になる学生や，大学等で教育に携わる方々と
の意見交換等を通じて普及を図った。
　国立女性教育会館では，４次計画等で示された政
府の政策に沿って，男女共同参画を推進するための
リーダーや次代を担う女性人材等の育成・研修，基
盤整備のための調査研究を実施した。また，多様な
主体へホームページやSNSなどのICTを活用した広
報・情報発信を充実・強化し，アジア地域等の女性
のエンパワーメント支援や，eラーニングによる教
育・学習支援の推進を図っている。さらに，男女共
同参画の教育・学習を促進するために，放送大学と
連携してオンライン講座を実施している。

　内閣府では，メディア業界が自主的に行っている
女性の人権を尊重した表現の推進のための取組を継
続，拡大するよう働きかけている。また，女性や子
供の人権を侵害するような違法・有害な情報への実
効ある対策を充実させていくとともに，特に，イン
ターネット上の情報の取扱いについては，若年層も
含めて広く啓発を行っている。
　また，青少年インターネット環境整備基本計画（第
４次）等に基づき，関係省庁や民間団体等と連携し
て，青少年のインターネット利用環境整備のための
施策を総合的かつ効果的に推進している。また，地
域における有害環境の浄化活動に関する取組を促進
している（第８章第９節参照）。
　総務省では，子供の健全な育成とメディアの健全
な利用の促進に資するメディア・リテラシー（メディ
アからの情報を主体的に読み解き，自ら発信する能

力）について放送，インターネット，携帯電話等の
状況に照らしメディア・リテラシーの育成・向上に
資する取組を行っている。さらに，専門家からのヒ
アリングを通じて，インターネットに係る実際に起
きた最新のトラブル事例を踏まえ，その予防法等を
まとめた「インターネットトラブル事例集」18を平
成21（2009）年度より毎年更新・作成して公表し，
普及を図っている。また，青少年のインターネット・
リテラシーを可視化する取組を行い，リテラシー向
上施策の推進に努めている。
　文部科学省では，インターネット上のマナーや家
庭でのルール作りの重要性を保護者等に対して周知
するための学習・参加型のシンポジウムの開催や児
童生徒向けの啓発資料の作成・配布等を実施した。
　経済産業省では，関係者と連携して，フィルタリ
ング等に関する情報提供・普及啓発活動を通じて，
保護者や青少年のインターネットを適切に活用する
能力の向上を促進している。

　内閣府では，メディア業界における政策・方針決
定過程への女性の参画の拡大に関する取組を促すと
ともに，仕事と生活の調和に関する理解を深めるた
め，好事例の広報や周知に努めている。
　文部科学省では，各種会議をはじめ様々な機会を
捉えて，都道府県教育委員会等に対して，女性管理
職の割合が高い地方公共団体における取組の好事例
の横展開を図るとともに，女性の校長・教頭等への
積極的な登用を働きかけた。また，５次計画を踏ま
え，各教育機関や教育関係団体における意思決定層
への女性の登用について，具体的な目標設定を行う
よう要請した。その際，学校に関しては校長と副校
長・教頭のそれぞれについて目標設定を行うよう促
した。

第４節
女性の人権を尊重した表現
の推進のためのメディアの
取組への支援等

第５節
学校教育及びメディアの分
野における政策・方針決定
過程への女性の参画拡大

18� �総務省　インターネットトラブル事例集　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
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　内閣府では，令和２（2020）年５月，「災害対応
力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点から
の防災・復興ガイドライン～」を作成した。作成に
当たっては，パブリックコメントを実施し，およそ
700件の御意見について可能な限り反映するよう努
めた。また，同月には，ガイドラインの内容を踏ま
え，防災基本計画の修正を行った。ガイドライン及
び防災基本計画の修正の内容について周知するた
め，男女共同参画局長と政策統括官（防災担当）の
連名で，地方公共団体の男女共同参画担当部局と防
災・危機管理担当部局に対する通知を発出した。ま
た，都道府県及び政令指定都市の男女共同参画主管
課長を対象とした会議等においてガイドラインの活
用徹底を促した。
　「令和２年７月豪雨」の発生の際には，被災地に
派遣される「内閣府調査チーム」の一員として初め
て男女共同参画局の職員を熊本県庁に派遣した。派
遣された職員は，被災市町村や避難所を巡回し，ガ
イドラインの周知・活用の依頼等を行うとともに，
熊本県に対して，ガイドラインに基づく取組を促した。
　12月からは，地方公共団体において災害対応に
携わる全ての職員が，ガイドラインの内容を参照し
ながら，男女共同参画の視点からの防災施策を企画
立案・実施できることを目的とした「男女共同参画
の視点からの防災研修プログラム」の改定を進め，
改定の方向性について議論するための検討会を開催
した。

　内閣府では，引き続き，福島県において，震災に
関連する女性の悩み全般や，女性に対する暴力に関

する，相談窓口を設けて相談を受け付けるとともに，
全国からアドバイザーを派遣して，相談員の相談対
応能力の向上を図り，地元行政機関相談窓口への移
行を促進するための研修等を実施した。
　復興庁では，被災自治体や復興に向けて各地で活
躍する方々の参考となるよう，東日本大震災からの
復興に当たり，女性が活躍している事例や被災地の
女性を支援している事例等を「男女共同参画の視点
からの復興～参考事例集～」として公表している。
最新の第22版においては，115事例を公表してい
る。この事例集等も活用しながら，被災地において，
男女共同参画の視点に立った具体的な取組を働きか
けている。
　また，セミナー，研修会などを被災自治体等のニー
ズに応じて実施している。

　第58回CSW「自然災害におけるジェンダー平等
と女性のエンパワーメント」決議（平成26（2014）
年）及び第３回国連防災世界会議で策定された「仙
台防災枠組2015-2030」（平成27（2015）年）等
やＧ20サミットの機会に発表された ｢仙台防災協
力イニシアティブ・フェーズ２」（平成31（2019）
年）を踏まえ，男女共同参画の視点に立った国際的
な防災協力を実施している。

第12章 男女共同参画の視点に立った
防災・復興体制の確立

第１節
防災分野における女性の参
画拡大など男女共同参画の
推進

第２節 復興における男女共同参画
の推進

第３節 国際的な防災協力における
男女共同参画
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　我が国の男女共同参画施策は，国連を始めとする
国際的な男女共同参画・女性活躍に係る動きと連動
してこれを推進してきており，具体的には，女子差
別撤廃委員会や国連女性の地位委員会（CSW）を
始めとする国際会議等における議論や，「持続可能
な開発のための2030アジェンダ」，また，G7や
G20といった多国間の枠組みや，アジア太平洋経
済協力（APEC）やASEANといった地域の枠組み
での議論を踏まえ，実施している。
　女子差別撤廃条約については，第９回定期報告に
向けて準備を進めている。令和３（2021）年３月，
CSWにおいて，「ジェンダー平等の達成と全ての
女性と女児のエンパワーメントに向けた女性の公的
領域における完全かつ効果的な参画と意思決定及び
暴力の根絶」をテーマに，合意結論文書が採択され
た。我が国からは，内閣府特命担当大臣（男女共同
参画）が参加し，一般討論及び閣僚級円卓会合にて
ビデオメッセージ形式でステートメントを述べた。
また，同月に，第４回世界女性会議にて北京宣言・
行動綱領が採択されてから25周年を記念した「平
等を目指す全ての世代のためのフォーラム（GEF）」
の閣僚級会合がオンラインで開催され，内閣府男女
共同参画局長がテーマ別議論に参加したほか，メキ
シコ政府主催の「ジェンダー平等に向けたフレン
ズ・グループ」立ち上げ会合に外務副大臣が，フレ
ンズ・グループ19及びGEFの行動連合の１つである
「ジェンダーに基づく暴力」への参画をビデオメッ
セージ形式で表明した。

１　�開発協力大綱に基づく開発協力の
推進

　政府は，平成27（2015）年２月に閣議決定した
「開発協力大綱」及びそれに基づく「女性の活躍推
進のための開発戦略」に則り，開発協力のあらゆる
段階における女性の参画を促進し，また，女性が公
正に開発の恩恵を受けられるよう，男女共同参画の
推進及び女性のエンパワーメントに積極的に取り組
んでいる。
　また，ジェンダー主流化の観点から，あらゆる分
野や課題の支援に当たって，社会における男女双方
の多様な役割や責任，男女で異なる課題・ニーズを
把握して取り組むなど，ジェンダーの視点に立った
事業実施を推進した。特に，新型コロナ拡大を踏ま
え，ジェンダー平等の視点に立った各種対応策を含
む様々な支援において，UN�Women等との連携・
協力に努めている。
　さらに，我が国は人間の安全保障に直結する地球
規模の課題として，保健分野における取組を重視し
ている。我が国が平成27（2015）年12月に発表し
た「平和と健康のための基本方針」を踏まえ，全て
の人が生涯を通じて必要な時に基礎的な保健サービ
スを負担可能な費用で受けられる「ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ（UHC）」の実現を目指して，
女性の医療アクセスの改善，栄養改善，母子健康手
帳の普及等の母子継続ケアの支援，医師や看護師，
助産師等の保健人材の育成，国際機関等を通じた性
と生殖の健康サービスの提供等を行っている。

第13章 男女共同参画に関する
国際的な協調及び貢献

第１節
女子差別撤廃条約等の国際
的な規範，国際会議等にお
ける議論への対応

第２節
男女共同参画に関する分野
における国際的なリーダー
シップの発揮

19� �フレンズ・グループとは，ジェンダー平等の実現と1995年に採択された北京宣言・行動綱領の実施を加速化させるための国際社会
での協力・連携を目的にメキシコ政府が有志国によるグループの立ち上げを提案したもの。
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２　女性の平和等への貢献
　我が国は，平和構築の観点から，女性を被害者の
側面で捉えるだけでなく，国連安保理決議第1325
号女性・平和・安全保障（Women,� Peace� and�
Security：WPS）及び関連決議履行を目的とした，
平成27（2015）年に策定し，平成31（2019）年
３月に改訂した第二版の「女性・平和・安全保障に
関する行動計画」に基づき，紛争の予防・管理・解
決を含む政策・方針決定過程への女性の積極的な参
画を促進した。平成30（2018）年４月のG7プロ
セスにてG7女性・平和・安全保障（WPS）パート
ナーシップ・イニシアティブが発表されたことを踏
まえ，日本がスリランカをパートナー国とし，令和
元（2019）年度から開始したスリランカのWPS行
動計画の策定及び紛争寡婦世帯のエンパワーメント
を含めたWPSアジェンダ推進を，引き続き支援し
た。さらに，平成29（2017）年７月のG20ハンブ
ルク･サミットで立ち上げが発表された女性起業家
資金イニシアティブ（We-Fi）に対しても，トッ
プドナーの一つとして積極的に貢献した。
　内閣府国際平和協力本部事務局では，国際平和協
力隊の隊員派遣前研修を実施しており，安保理決議
第1325号の要請を反映し，ジェンダーに関する講
義を行っている。一般的なジェンダーに関する知識
の付与だけでなく，派遣先国のジェンダー特性への
理解の促進を含めた現地でのより効果的な活動に結
び付くような教育を実施している。

３　国際機関等との連携・協力推進
　我が国は，国連女性機関（UN�Women）や，紛
争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表（SRSG-
SVC）事務所を始め，国連を中心として展開する
世界の女性のエンパワーメント及び紛争下の性的暴
力の防止・対応のための諸活動に対する積極的な協
力に努めた。加えて，紛争関連の性的暴力生存者の
ためのグローバル基金への拠出を通じて，生存者に
対する償いや救済へのアクセスの促進を支援した。
　また，男女共同参画の視点に立った国際交流・協
力の推進のため，NGO等との効果的な交流・連携・
協力を強化している。

４　�国際分野における政策・方針決定
過程への女性の参画拡大

　我が国は，国際会議への政府代表団への女性メン
バーの参加を積極的に進めるとともに，国際機関へ
の就職支援を強化している。また，令和２（2020）
年度も「平和構築・開発におけるグローバル人材育
成事業」として，平和構築・開発の分野で文民専門
家として活躍できる人材の育成に取り組むとともに，
国際機関等でのキャリア構築に向けた支援を実施し
た。現在，国連は女性職員の採用に力を入れている
ことなどから，当該事業の実施が国連機関における
邦人女性職員の増強につながることも期待される。
　令和元（2019）年９月，国連UHCハイレベル会
合を受けて採択されたUHC政治宣言にも，母子保健
や女性・女児に対する保健のみならず，女性のエン
パワーメント及びジェンダー平等に関する文言が取
り入れられており，令和２（2020）年は，開発途上
国における母子保健，リプロダクティブ・ヘルス分
野における活動に対し，国連人口基金（UNFPA）
や国際家族計画連盟（IPPF）を通じた支援を行うと
ともに，新型コロナ対策においても，ジェンダー，
水・衛生，栄養・食料，教育等，分野横断的な支援
を通じ，感染症に強い環境整備を行った。
　教育分野では，平成27（2015）年９月に発表した，
我が国の教育協力政策である「平和と成長のための
学びの戦略」に基づき，女性・女児のエンパワーメ
ントとジェンダー平等に配慮した教育協力を実施し
ている。
　このほか，「アジア・太平洋，アフリカの女性交流
事業」は，日本，アジア・太平洋諸国及びアフリカ
の行政官や女性支援団体等の交流プログラムを行う
予定であったが，新型コロナの影響により，令和２
（2020）年度は，アフリカの基礎情報や現地のニー
ズ調査，オンラインによる情報共有・意見交換会を
実施，令和３（2021）年度に向けた交流プログラム
案の検討を行った。

５　�国際会議等における日本の貢献と
取組の発信

　令和２（2020）年は，世界女性会議において「北
京宣言・行動綱領」が採択されてから25周年を迎え
た記念の年であったことから，当初多くの関連行事
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が予定されていたが，新型コロナの拡大により，その
多くが開催日程や形態の変更を余儀なくされた。そ
の一方で，オンラインによる会議開催が活発化した。
　国連の枠組みでは，令和２（2020）年10月に第
75回国連総会「第４回世界女性会議25周年記念ハ
イレベル会合」がニューヨークの国連本部で開催さ
れ，内閣府特命担当大臣（男女共同参画）からビデ
オメッセージ形式でステートメントを述べた。
　また，令和２（2020）年は国際的な平和と安全
保障の文脈に「女性」を関連づけた国連安保理決議
第1325号が採択されてから20周年であることか
ら，安保理の非常任理事国のメンバーであるベトナ
ムが国連と共に「女性・平和・安全保障（WPS）
国際会議」を開催し，外務副大臣が日本のWPS分
野の取組をビデオメッセージ形式で発表した。
　このほか，様々な国際会議がオンラインで開催さ
れ，ジェンダーの視点に立った新型コロナ対応策の
重要性について議論が活発に行われたが，日本も共
通の課題を抱える立場から，ポスト・コロナ時代の
より良い社会づくりに向けて積極的に参加した。具
体的には，令和２（2020）年６月に国連女性機関
（UN�Women）主催の「新型コロナウイルス感染
症対応に関するアジア・太平洋地域の男女共同参画
担当大臣オンライン会合」において，我が国の取組
やDV対策の強化の成果と展望について発信した。
　また，同年９月にUN�Womenとアジア開発銀行
（ADB）によるハイレベルオンライン円卓会議「新
型コロナウイルス感染症の応急対応と回復における
ジェンダー平等の推進」が開催され，内閣府審議官
が出席した。
　多国間の枠組みでは，日米韓の間で行われた
STEM分野における女性のエンパワーメントについ
ての議論に参加したほか，G20の枠組みで行われ
ている「女性のエンパワーメントと経済参画促進の
ための民間セクターアライアンス（EMPOWER）」
の各種活動に日本民間代表と共に参加した。
　また，G20のエンゲージメント・グループの１
つであるW20（Women�20）の「G20の政策：女
性の経済的エンパワーメントの促進」をテーマにし
たハイレベルセッションに内閣府男女共同参画局長
が参加したほか，「ジェンダーに対応した経済回復，
ポスト・コロナ時代：UN�WomenとW20による
ハイレベル・セッション」に外務省参与・女性担当

大使が参加した。G7及びG20においては，新型コ
ロナの拡大により経済的・社会的に影響を受けた女
性・女児の状況を踏まえ，より良い社会作りに向け
た議論が行われた。
　地域の枠組みにおいては，令和２（2020）年９
月に「新型コロナウイルス感染症の女性への影響と
取組」をテーマに女性と経済フォーラムが開催され，
APEC域内の対応策について議論が行われた。
フォーラムの成果として「APEC女性と経済フォー
ラム2020声明」が採択されるとともに，「女性と経
済フォーラム」として，女性を新型コロナウイルス
対応の取組の中心に置くことが宣言された。我が国
からは，内閣府特命担当大臣（男女共同参画）が参
加し，我が国の方針，DV対策，雇用への取組につ
いて発言を行った。
　同年12月に「女性に関するASEAN＋３委員会」
第12回会合が開催された。「女性のリーダーシップ
と政治参画の促進」をテーマに意見交換が行われ，
内閣府から我が国の取組等について報告を行った。
　OECDにおいては，令和２（2020）年４月にジェ
ンダー主流化作業部会第２回会合が「新型コロナウ
イルス感染症危機への応急対応」をテーマにオンラ
インで開催され，参加各国のジェンダーに配慮した
取組が共有された。また，同年９月に行われた第３
回会合では，ジェンダーに配慮した新型コロナから
の回復策の政策概要に関する議論が行われた。同年
10月には，OECD閣僚理事会が開催され，新型コ
ロナの影響から回復するためにジェンダー平等の重
要性を認識し経済回復の主要な推進力として女性の
エンパワーメントに取り組むことが打ち出され，成
果文書として閣僚声明が採択された。また，その背
景資料においてOECDの分析基盤を増強すること
が明記された。
　こうした議論に加えて，令和３（2021）年３月
８日の「国際女性の日」に当たって，内閣府特命担
当大臣（男女共同参画）からメッセージを発出した。
また，同月末，外務省は国内外からの有識者の参加
を得てウェビナー「国際女性記念の年に寄せて」を
開催し，女性のエンパワーメントと社会・経済・政
治，女性とスポーツ，女性の平和・安全保障への参
画に関する議論を深めた。
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